
 

令和７年第３回宇城市議会定例会 会期日程表 

会期２１日間 

月 日 曜 会議の種別 件     名 

９月２日 火 本会議 

○ 開会・開議 
○ 会議録署名議員の指名 
○ 会期の決定 
○ 諸報告 
○ 報告第１４号から認定第７号までの３４議案を 

一括上程・提案理由説明・詳細説明 
○ 発議第３号の上程・趣旨説明 
○ 特別委員会の設置 

【 散 会 】 

９月３日 水 休 会 ○ 議事整理 

９月４日 木 休 会 ○ 議事整理 

９月５日 金 休 会 ○ 議事整理 

９月６日 土 休 会 ○ 市の休日 

９月７日 日 休 会 ○ 市の休日 

９月８日 月 本会議 

○ 開議 
〇 報告第１４号から報告第１６号までの質疑 
〇 承認第５号の質疑・討論・採決 
〇 議案第４９号から発議第３号までの質疑・委員 
  会付託 
○ 認定第１号から認定第７号までの質疑・決算審 
  査特別委員会を設置し付託 

 【 散 会 】 
○ 第１回決算審査特別委員会 

【 閉 会 】 

９月９日 火 休 会 ○ 議事整理 

９月１０日 水 休 会 ○ 議事整理 

９月１１日 木 休 会 ○ 常任委員会（総務文教、建設経済、民生） 

９月１２日 金 休 会 ○ 議事整理 

９月１３日 土 休 会 ○ 市の休日 



 

月 日 曜 会議の種別 件     名 

９月１４日 日 休 会 ○ 市の休日 

９月１５日 月 休 会 ○ 市の休日 

９月１６日 火 本会議 

○ 開議 
○ 議案第４９号から発議第３号までの委員長報 
  告・質疑・討論・採決 
○ 議案第７２号及び議案第７３号の追加上程・提 

案理由説明・詳細説明・質疑・討論・採決 
【 散 会 】 

９月１７日 水 休 会 ○ 決算審査分科会（総務文教、建設経済、民生） 

９月１８日 木 休 会 ○ 議事整理 

９月１９日 金 休 会 ○ 議事整理 

９月２０日 土 休 会 ○ 市の休日 

９月２１日 日 休 会 ○ 市の休日 

９月２２日 月 本会議 

○ 第２回決算審査特別委員会 
【 閉 会 】 

○ 開議 
○ 認定第１号から認定第７号までの委員長報告・ 
  質疑・討論・採決 

【 閉 会 】 
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９月２日（火） 
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令和７年第３回宇城市議会定例会（第１号） 

 

令和７年９月２日（火） 

午前１０時００分 開議 

１ 議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸報告 

日程第４  報告第１４号 令和６年度宇城市一般会計継続費精算報告について 

日程第５  報告第１５号 令和６年度有限会社アグリパーク豊野の経営状況の報告

について 

日程第６  報告第１６号 令和６年度宇城市健全化判断比率及び公営企業会計資金

不足比率の報告について 

日程第７  承認第５号  専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第

１２号） 

日程第８  議案第４９号 令和７年度宇城市一般会計補正予算（第２号） 

日程第９  議案第５０号 令和７年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１０ 議案第５１号 令和７年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

日程第１１ 議案第５２号 令和７年度宇城市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１２ 議案第５３号 令和７年度宇城市奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 議案第５４号 令和７年度宇城市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第１４ 議案第５５号 令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第５６号 宇城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇城市

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１６ 議案第５７号 宇城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１７ 議案第５８号 宇城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１８ 議案第５９号 宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１９ 議案第６０号 宇城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 
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日程第２０ 議案第６１号 宇城市税徴収等の特例に関する条例を廃止する条例の制

定について 

日程第２１ 議案第６２号 宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

を廃止する条例の制定について 

日程第２２ 議案第６３号 工事請負契約の締結について（保健福祉センター中規模

改修工事） 

日程第２３ 議案第６４号 工事請負契約の締結について（豊福小学校校舎棟改築工

事） 

日程第２４ 議案第６５号 工事請負契約の締結について（松橋中学校校舎等解体工

事（２期）） 

日程第２５ 議案第６６号 工事請負契約の締結について（農業者トレーニングセン

ター中規模改修工事） 

日程第２６ 議案第６７号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について

（小川総合文化センター中規模改修工事） 

日程第２７ 議案第６８号 財産の取得について（小型動力消防ポンプの購入） 

日程第２８ 議案第６９号 財産の取得について（消防積載車の購入） 

日程第２９ 議案第７０号 市道の路線の認定について 

日程第３０ 議案第７１号 市道の路線の廃止について 

日程第３１ 認定第１号  令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第３２ 認定第２号  令和６年度宇城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第３３ 認定第３号  令和６年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第３４ 認定第４号  令和６年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第３５ 認定第５号  令和６年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第３６ 認定第６号  令和６年度宇城市水道事業会計決算の認定について 

日程第３７ 認定第７号  令和６年度宇城市下水道事業会計決算の認定について 

日程第３８ 発議第３号  宇城市保健医療、介護及び福祉サービスにおける人材の

育成、確保等に関する条例の制定について 

日程第３９ 休会の件 

 

２ 本日の会議に付した事件 
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議事日程のとおり 

 

３ 出席議員は次のとおりである。（１９人） 

１番 林 田   和 君            ２番 津志田 幸 紀 君 

３番 坂 元 大 介 君            ４番 四 海 公 貴 君 

５番 河 野 真 理 君            ６番 吉 良 邦 夫 君 

７番 田 中 美 君 君            ８番 嘉古田 茂 己 君 

９番 原 田 祐 作 君           １０番 永 木   誠 君 

１１番 山 森 悦 嗣 君           １２番 三 角 隆 史 君 

１３番 坂 下   勳 君           １４番 大 村   悟 君 

１５番 高 橋 佳 大 君           １７番 河 野 正 明 君 

１８番 豊 田 紀代美 君           １９番 中 山 弘 幸 君 

２０番 石 川 洋 一 君 

 

４ 欠席議員（１人） 

１６番 園 田 幸 雄 君 

 

５ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  星 津 章 博 君   書    記  三 村 修 司 君 

 

６ 説明のため出席した者の職氏名 

 市    長  末 松 直 洋 君   副 市 長  天 川 竜 治 君 

 教 育 長  平 岡 和 徳 君   総 務 部 長  木見田 洋 一 君 

 市長政策部長  亀 井   誠 君   市 民 部 長  岩 竹 泰 治 君 

 福 祉 部 長  岩 井   智 君   保健衛生部長  元 田 智 士 君 

 経 済 部 長  浦 田 敬 介 君   土 木 部 長  平 木 恵 一 君 

 教 育 部 長   井 貴 男 君   総 務部次長  米 田 年 宏 君 

 市長政策部次長  田 川 大 輔 君   市 民部次長  吉 崎 賢 二 君 

 福 祉部次長  平 松 洋 介 君   保健衛生部次長  田 嶋   真 君 

 経 済部次長  池 田 真 一 君   土 木部次長  嶋 津 𠮷 禮 君 

 教 育部次長  山 下 寛 樹 君   三 角支所長  佐 藤 幹 雄 君 

 不知火支所長  木 下 秀 典 君   小 川支所長  坂 本 優 子 君 

 豊 野支所長  西 村 光 代 君   上下水道局長  福 田 真 治 君 

 会 計管理者  永 田 康 之 君   監査委員事務局長  井 上 まゆみ 君 
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 農業委員会事務局長  松 枝 邦 明 君   財 政 課 長  田 尻 勇 樹 君 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（豊田紀代美君） ただいまから、令和７年第３回宇城市議会定例会を開会しま

す。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（豊田紀代美君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定によって、１９番、中山

弘幸君及び２番、津志田幸紀君の２人を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（豊田紀代美君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日９月２日から９月２２日までの２１日間

にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２２

日までの２１日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸報告 

○議長（豊田紀代美君） 日程第３、諸報告を行います。 

議長の諸般の報告として、まず、ただいまタブレットにて送信をいたしましたが、

まず１ページから６ページのとおり、監査委員から宇城市の例月現金出納検査の結

果に関する報告について、令和７年５月分から７月分までが提出されております。 

主な公式行事については、７ページのとおりです。 

次に、陳情について申し上げます。 

去る８月２２日の第９回議会運営委員会において、机上配布と決定をいたしまし

た１件の陳情書につきましては、ただいまタブレットにて送信したとおりでありま

す。 

以上で、議長の諸般の報告を終わります。 

次に、市長から行政報告の申出がありますので、これを許します。 

○市長（末松直洋君） 皆さんおはようございます。発言のお許しをいただきましたの

で、行政報告をいたします。 

まず初めに、８月１０日から１１日にかけての豪雨により、本市でも、河川の氾
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濫や住宅への浸水、土砂崩れや冠水による道路寸断など甚大な被害が発生しました。 

市では、発災直後から災害対策本部を設置し、被害状況の把握、避難所運営、災

害ごみの受入れ、り災証明書の発行、インフラの復旧に向けた対応など、全力を挙

げて取り組んでいるところです。 

あわせて、被害が集中した小川地区の迅速な機能回復を目的として、９月１日付

けで市役所内に小川地区対策支援チームを設置しました。本チームは、土木技術及

び小川地区に精通した人員で構成し、小川支所経済建設課の支援等の役割を担って

います。 

９月１日時点での主な被害状況は、床上、床下浸水などの住宅被害が２５９戸、

市道・里道などの損壊が４０２件、河川の損壊が３１８件、農地や農業用施設の被

害が４６８件、商工関係の被害が３１件となっております。 

また、農作物を含めた農業被害は３９億円、公共土木の被害額は４４億円をそれ

ぞれ上回っており、今後は、被災された方々の生活の安定を第一に取り組むととも

に、生活再建支援金や応急仮設住宅の提供、災害ごみ処理の円滑化など、国県の補

助制度を活用しながら、一日も早い復旧を目指してまいります。 

次に、職員の懲戒処分について報告します。 

６月２７日付けで、市民部の男性主任主事１人を戒告処分としました。 

これは、令和６年度、事業用備品購入代金について、納品後に支払いに関する事

務手続を怠り、業者への代金３９万８,２００円の支払い遅延を生じさせたほか、

自動車点検代１万９,５００円、自動車検査代７万６,３６２円の支払い遅延を生じ

させたものです。 

また、男性主任主事は、令和５年度にスポーツ施設関連の設計業務委託料ほか４

件について、支払い遅延を発生させたことにより戒告処分を受けています。 

この行為は、地方公務員法第３２条、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

違反に加え、同法第３３条、信用失墜行為の禁止に違反するものであり、同法第２

９条第１項第２号、職務義務違反に該当すると判断したことから、担当者１人を戒

告処分、上司２人を訓告処分としました。 

公務員として、高い倫理感と厳正な服務規律に基づき行動すべきところに、市民

の信頼を失うことになりましたことを心からおわび申し上げます。 

今後、更なる職員の指導と再発防止を徹底し、綱紀粛正に努めてまいります。 

次に、三角西港世界文化遺産登録１０周年について報告します。 

三角西港が構成資産の１つとなっている「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、

造船、石炭産業」は、平成２７年７月８日に世界文化遺産に登録されて、今年で１

０周年を迎えました。 
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７月２日に県知事、荒尾市長とともに合同記者発表をし、現在、「明治日本の産

業革命遺産」世界文化遺産登録１０周年記念キャンペーン～万田坑・三角西港～を

実施しております。 

７月６日には東京都の国際フォーラムで、全国８県１１市で構成される「明治日

本の産業革命遺産」世界遺産協議会主催の記念シンポジウムが開催されたほか、本

市でも、市内小中学校で世界遺産を学ぶ学校給食の特別メニューの提供やスタンプ

ラリーなどを実施しております。 

今後も、市内外の多くの方々に三角西港の価値、魅力を再認識していただけるよ

う、１０周年を記念して制作したロゴマークとイラストを活用し、様々なイベント

を展開してまいります。 

最後に、第４弾宇城市物価高騰対策商品券についてです。 

物価高騰による市民の生活への影響を緩和することを目的として、市内事業者の

事業持続化を促進することに加え、地域における消費を喚起・下支えするため、全

市民に５,０００円分の電子マネーカード商品券、第４弾宇城市物価高騰対策商品

券を発行しました。 

８月４日から使用開始しており、累計発行枚数は５万５,９６５枚、８月３１日

現在の決済累計金額が約１億８,４００万円、使用率６５％です。 

使用期限は１０月１７日までですので、引き続き、加盟店の募集と使用率の向上

を目指し、周知を図ってまいります。 

以上、行政報告といたします。 

○議長（豊田紀代美君） 市長の行政報告が終わりました。 

これで、諸報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４  報告第１４号 令和６年度宇城市一般会計継続費精算報告について 

日程第５  報告第１５号 令和６年度有限会社アグリパーク豊野の経営状況の報告

について 

日程第６  報告第１６号 令和６年度宇城市健全化判断比率及び公営企業会計資金

不足比率の報告について 

日程第７  承認第５号  専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第

１２号） 

日程第８  議案第４９号 令和７年度宇城市一般会計補正予算（第２号） 

日程第９  議案第５０号 令和７年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１０ 議案第５１号 令和７年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第
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１号） 

日程第１１ 議案第５２号 令和７年度宇城市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１２ 議案第５３号 令和７年度宇城市奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 議案第５４号 令和７年度宇城市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第１４ 議案第５５号 令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第５６号 宇城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇城市

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１６ 議案第５７号 宇城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１７ 議案第５８号 宇城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１８ 議案第５９号 宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１９ 議案第６０号 宇城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程第２０ 議案第６１号 宇城市税徴収等の特例に関する条例を廃止する条例の制

定について 

日程第２１ 議案第６２号 宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

を廃止する条例の制定について 

日程第２２ 議案第６３号 工事請負契約の締結について（保健福祉センター中規模

改修工事） 

日程第２３ 議案第６４号 工事請負契約の締結について（豊福小学校校舎棟改築工

事） 

日程第２４ 議案第６５号 工事請負契約の締結について（松橋中学校校舎等解体工

事（２期）） 

日程第２５ 議案第６６号 工事請負契約の締結について（農業者トレーニングセン

ター中規模改修工事） 

日程第２６ 議案第６７号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について

（小川総合文化センター中規模改修工事） 

日程第２７ 議案第６８号 財産の取得について（小型動力消防ポンプの購入） 

日程第２８ 議案第６９号 財産の取得について（消防積載車の購入） 

日程第２９ 議案第７０号 市道の路線の認定について 

日程第３０ 議案第７１号 市道の路線の廃止について 

日程第３１ 認定第１号  令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第３２ 認定第２号  令和６年度宇城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第３３ 認定第３号  令和６年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第３４ 認定第４号  令和６年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第３５ 認定第５号  令和６年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第３６ 認定第６号  令和６年度宇城市水道事業会計決算の認定について 

日程第３７ 認定第７号  令和６年度宇城市下水道事業会計決算の認定について 

○議長（豊田紀代美君） 日程第４、報告第１４号令和６年度宇城市一般会計継続費精

算報告についてから、日程第３７、認定第７号令和６年度宇城市下水道事業会計決

算の認定についてまでを一括議題とします。 

市長から一括して提案理由の説明を求めます。 

○市長（末松直洋君） 本日からの令和７年第３回市議会定例会では、大変お世話にな

ります。 

今回提出しますのは、報告案件として令和６年度宇城市一般会計継続費精算報告

等３件、承認案件として令和７年度宇城市一般会計補正予算の専決処分１件、予算

案件として令和７年度宇城市一般会計補正予算等７件、条例案件として宇城市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇城市職員の育児休業等に関する条例の一部

改正等７件、その他案件として工事請負契約の締結等９件、最後に認定案件として

令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定等７件です。合わせて３４件をお願

いするものでございます。詳細につきましては、それぞれ関係部局長が説明いたし

ます。 

これらの議案につきまして、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（豊田紀代美君） 市長から提案理由の説明が終わりました。 

これから議案ごとに詳細説明を求めます。 

まず、報告第１４号の詳細説明を求めます。 

○総務部長（木見田洋一君） 報告第１４号令和６年度宇城市一般会計継続費精算報告

について御説明いたします。議案集は９ページから１０ページをお願いいたします。 

本報告は、令和５年９月に変更議決を得ました総額２億７,６００万円余の小川

中学校グラウンド整備事業につきまして、令和６年度をもって事業が完了し、継続

年度を終了しましたので、継続費精算報告書を調製し、報告するものです。 
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１０ページをお願いいたします。小川中学校グラウンド整備事業の実績につきま

しては、ページ中央部の実績のところに記載しておりますが、支出済額の合計が２

億４,４００万円余となりました。 

財源内訳として、国庫支出金の学校施設環境改善交付金が３,６００万円余、地

方債は、学校教育施設等整備事業債及び合併特例事業債を１億８,０００万円余発

行している状況です。差引で不足する額を一般財源の２,７００万円余で賄ってお

ります。 

以上で、報告第１４号の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 報告第１４号の詳細説明が終わりました。 

次に、報告第１５号の詳細説明を求めます。 

○経済部長（浦田敬介君） 議案集１１ページです。報告第１５号令和６年度有限会社

アグリパーク豊野の経営状況について、別冊の経営状況報告書で説明いたします。 

それでは、１ページをお願いいたします。比較貸借対照表の当期を説明いたしま

す。 

資産の部は、流動資産８,９９５万２,３４７円と固定資産２,０３５万１,３３１

円の合計で１億１,０３０万３,６７８円となり、前期比で約１,１３１万円増加し

ております。 

負債の部は、合計で３,７７１万３,０５３円となり、前期比で約３７５万円増加

しております。これは自己株式を取得した前期決算では一時的に営業利益が下がり、

準じて税額も下がりました。当期は通常期に戻りましたので、比較において増加に

なったものです。 

また、純資産の部は、資本金１,３７０万円で、それに利益剰余金を合わせた純

資産合計が７,２５９万６２５円と、前期より約７５６万円増加しています。 

次に、２ページの比較損益計算書を説明いたします。 

純売上高５億１,４５１万５,７６６円から売上原価３億７,４８２万７,６８３円

を差し引いた売上総利益は、１億３,９６８万８,０８３円となります。 

これから販売費及び一般管理費１億３,５６５万８,３６９円を控除した営業利益

は４０２万９,７１４円となりますが、営業外収益・費用を勘定した当期純利益は

７３０万２,１６７円でありました。これは、不知火柑を独自ブランドとして商品

化するなど、社員の努力により、売上高を向上させたものです 

次に、３ページの比較販売費及び一般管理費について説明いたします。 

当該経費は１億３,５６５万８,３６９円で、前期比で約２,２５５万円増加して

おります。コスト削減による利益の確保などに努める一方で、社員の働きがいを高

めるため、給与手当や賞与手当などの人件費も増加傾向にあります。また、燃料費
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の高騰やドライバー不足などの影響を受け、運賃も増加し続けています。 

８ページからは、令和６年度の事業計画及び予算を添付しております。 

以上で、有限会社アグリパーク豊野の経営状況報告を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 報告第１５号の詳細説明が終わりました。 

次に、報告第１６号の詳細説明を求めます。 

○総務部長（木見田洋一君） 議案集は１２ページをお願いします。報告第１６号令和

６年度宇城市健全化判断比率及び公営企業会計資金不足比率の報告について説明い

たします。 

この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、監査委

員の意見を付して報告するものです。 

まず、１の表、令和６年度の健全化判断比率について説明いたします。 

実質赤字比率は、普通会計の赤字比率を示しております。次の連結実質赤字比率

は、市の全会計を対象とした赤字比率を示しております。この２つの判断比率は、

いずれも黒字のため横線としております。 

また、実質公債費比率は、市の全会計に加え、広域連合や一部事務組合を対象と

し、実質的に市が税収等の自主財源で負担した公債費の比率になります。令和６年

度は１１％で、早期健全化基準であります２５％、そして財政再生基準の３５％を

大きく下回っている状況です。また、前年度比としましては０.３ポイントの増と

なっております。 

次に、将来負担比率は、市の全会計に加え、広域連合や一部事務組合、さらに地

方公社や第３セクター等を対象範囲とし、市債残高、債務負担行為残高、退職金見

込額などの将来的な負担見込額を標準財政規模等で除して得た比率になります。令

和６年度の将来負担比率は３０.４％で、早期健全化基準である３５０％を大きく

下回っております。前年度比としましては７.２ポイントの増となっております。 

続いて、２の表、令和６年度宇城市公営企業会計資金不足比率について説明いた

します。 

水道、下水道事業会計ともに、資金不足はありませんので横線としております。 

健全化判断比率・資金不足比率ともに、国が示します早期健全化基準、また経営

健全化基準以下の数値となっており、市の会計は、健全な状態に位置しております。 

以上で、報告第１６号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 報告第１６号の詳細説明が終わりました。 

次に、承認第５号の詳細説明を求めます。 

○総務部長（木見田洋一君） 承認第５号専決処分の報告及び承認を求めることについ

て（専決第１２号）令和７年度宇城市一般会計補正予算（専決第１号）について説
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明いたします。議案集１３ページから１４ページになります。また資料につきまし

ては、別冊の令和７年度宇城市各会計補正予算書、宇城市一般会計補正予算（専決

第１号）となります。 

令和７年８月１５日付けで、予算を専決処分したため、議会に報告し承認を求め

るものです。 

内容としましては、令和７年８月豪雨の災害復旧及び応急対策等を図るため、公

共施設の応急復旧や被災者の応急救助等に係る事務を迅速に行うための補正予算と

なります。 

別冊の令和７年度宇城市一般会計補正予算書（専決第１号）の１ページをお願い

いたします。 

初めに、予算の総額について説明いたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１６億４,３４５万７,０００円を追加し、

予算総額を３８０億９,１２０万１,０００円としております。 

それでは、まず歳出の主なものについて御説明いたします。９ページをお願いい

たします。事項別明細書の３、歳出予算となります。 

款３、項８、目１災害救助費で１億６,５００万円余を補正しております。８月

１０日に災害救助法の適用が決定されたことに伴う応急救助等に要する経費となり

ます。 

節１２委託料の障害物除去業務委託料４３１万７,０００円は、半壊又は床上浸

水した住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できず、自力では

当該障害物を除去できない者に対し応急救助を行うもので、経費の全額が県の災害

救助費負担金で賄われる予定です。 

節１８負担金補助及び交付金の被災建物土砂等処理費補助金９００万円は、土砂

崩れなどにより被災した建物の所有者に対し、土砂等の撤去及び処分に伴う費用の

一部を補助するもので、油圧ショベルやダンプ、トラック等の資機材の借上げ等に

対し補助する市の単独事業となります。 

節１９扶助費の被災者住宅応急修理支援費は、住家が半壊又は半壊に準ずる程度

の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者に対し、居室、炊

事場、便所等の日常生活に必要最小限度の応急救助を行うものです。 

また、学用品給与費の２１７万円は、住家の半壊や床上浸水等により、学用品を

使用することができなくなった就学上支障のある小中学校の児童生徒に対し、教科

書や文房具等の学用品を給付するものです。 

財源は、どちらも県の災害救助費負担金で全額が賄われる予定です。 

次に、１０ページをお願いいたします。款４、項３、目１清掃総務費で５,６０
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０万円余を補正しております。被災した家屋から出てきた片付けごみや瓦礫等の災

害廃棄物を適正かつ迅速に処理を行うための費用となります。 

節１２の災害廃棄物処理業務委託料３,６８４万７,０００円は、災害廃棄物の収

集、運搬と処分に要する経費です。警備保安業務委託料１,２３３万９,０００円は、

災害廃棄物の仮置き場の設置に伴うもので、交通誘導や夜間警備などの費用となり

ます。 

財源は、国の災害廃棄物処理事業費補助金で２分の１が賄われる予定です。 

次に、款５、項１、目１３湛水防除事業費で、排水機場点検業務委託料５００万

円を補正しております。豪雨により機器の不具合や浸水等による故障が発生してい

るため、目視では確認できない機械設備等の点検を全ての排水機場において実施す

るために必要な額を増額するものです。 

次に、款７、項６、目１住宅管理費では、公営住宅の応急修繕費用を計上してお

ります。小川地区の松の本団地が豪雨により床上浸水したことから、畳の張り替え

等の応急的な修繕を行うものです。 

次に、款９、項２、目１学校管理費の修繕料２６７万円は、小川小学校などにお

いて、豪雨による教室などの雨漏り修繕や浸水等によるエアコン機器の修繕を行う

ものです。 

１１ページをお願いいたします。款１０、項１、目１農業用施設災害復旧費で２

億６,２００万円を補正しております。豪雨により被災した農地や農業用施設の災

害復旧を行うための測量設計業務委託や応急復旧工事を計上しております。 

節１８の農業基盤災害復旧事業補助金は、国庫補助事業の対象とならない受益者

で行う自力復旧に対し、原材料費や機械借上料に要した費用の補助を行う市の単独

事業となります。 

１２ページをお願いいたします。款１０、項２、目１公共土木施設災害復旧費で

１０億３,６００万円余を補正しております。豪雨による通行不能道路や閉塞河川

における機械借上等の応急対応、被災した道路や河川の災害復旧を行うための測量

設計業務委託や応急復旧工事を計上しております。 

財源は、市債の公共土木施設災害復旧債を発行し賄う予定としております。 

次に、１３ページをお願いいたします。款１０、項３、目１公立学校施設災害復

旧費で２００万円、同じく目２保健体育施設災害復旧費で１３０万円をそれぞれ補

正しております。豪雨による小川中学校及び豊野中学校の法面崩落による災害復旧、

また観音山グラウンド施設の水道管破損や稲川グラウンドが浸水したことによる井

戸ポンプの復旧を計上しております。 

財源は、市債の文教施設災害復旧債を発行し賄う予定としております。 
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続いて、歳入予算の説明をいたします。主な特定財源につきましては、先ほどの

歳出予算の方で説明しておりますので、一般財源の主なものを中心に説明させてい

ただきます。 

７ページをお願いいたします。事項別明細書の２、歳入です。 

款１２、項１、目１地方交付税で、特別交付税を２,２４８万６,０００円増額し

ております。国庫補助事業であります災害廃棄物処理事業の市の負担分に対し、そ

の約８割が国から特別交付税として交付されるものです。 

８ページをお願いいたします。款２０、項２、目１財政調整基金繰入金で２億１

００万円余を増額しております。歳出総額に対し、歳入総額が不足する額の財源調

整を当該科目で行っております。 

以上で、承認第５号の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 承認第５号の詳細説明が終わりました。 

次に、議案第４９号の詳細説明を求めます。 

○総務部長（木見田洋一君） 議案第４９号令和７年度宇城市一般会計補正予算（第２

号）について説明いたします。資料は、別冊の令和７年度宇城市各会計補正予算書

におけます宇城市一般会計補正予算（第２号）の１ページをお願いいたします。 

まず初めに、予算の総額について説明いたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１４億１,０５５万９,０００円を追加し、

予算総額を３９５億１７６万円としております。 

また、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正を併せて行っております。 

補正の概要につきましては、前年度決算剰余金に係る繰越金などの歳入の増額見

込み、また歳出においては、人事異動に伴う人件費の組替え調整や災害復旧事業費

の増額、女性・若者キャリアアップ支援施設に係る設計業務委託や小中学校の屋内

運動場空調整備工事費の追加など、新たに発生した財政需要に対し、予算の補正を

行うものです。 

２ページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正です。３ページまでが

歳入、４ページから５ページまでが歳出予算となります。款と項の区分ごとに各費

目において紙面のとおり補正しており、主な内容につきましては事項別明細書にて

御説明いたします。 

それでは、６ページに移ります。第２表、繰越明許費補正です。１追加で、子育

て世帯定住促進事業補助金ほか７件を紙面のとおり追加しております。事務事業の

性質上、年度内に支出が終わらない見込みがあるものや工事等施工時期の平準化に

向けた取組を行うものを追加しております。 

次に、７ページをお願いいたします。第３表、債務負担行為補正です。１追加で、
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小学校デジタル複合機複写サービス利用料ほか２件を追加し、２変更で口座振替デ

ータ伝送業務委託ほか２件の限度額を紙面のとおり変更しております。 

８ページに移ります。第４表、地方債補正です。１変更で、農業施設整備事業費

ほか７件の限度額を紙面のとおり変更しております。 

続いて、歳出の主なものと特定財源について説明いたします。１６ページをお願

いいたします。 

１６ページの中段、款２、項１総務管理費、１７ページに移りまして、目６企画

費、節１２委託料の設計業務委託料４００万円の追加は、国の補助制度を今後活用

し、女性・若者キャリアアップ支援施設をイオンモール宇城内に設置し、民設公営

による事業展開を計画するための設計業務委託となります。 

節１８負担金補助及び交付金の子育て世帯定住促進事業補助金７５０万円の追加

は、市外在住で就学前の子どもがいる子育て世帯の定住促進を目的に、住宅取得費

用の一部について１世帯当たり５０万円を上限として補助するものです。 

財源は、国の社会資本整備総合交付金で４５％が賄われる予定です。 

次に、１９ページをお願いいたします。ページの中段、款３、項１、目１社会福

祉総務費です。２０ページに移りまして、節１８負担金補助及び交付金の定額減税

不足額給付金１億４,７００万円余の追加は、国の施策により、所得税及び個人住

民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった方には、定額減税調整給付金が給

付されたところでございますが、所得や扶養等の状況変化により本来給付すべき額

と差額が生じた場合には、その不足額を追加で給付することとなっております。前

年度の１月に補正予算を編成し、本年度に予算を繰り越しておりましたが、現計予

算では不足が生じる見込みのため増額するものとなります。 

財源は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金で全額が賄われます。 

次に、２５ページをお願いいたします。款５、項１、目３農業振興費、節１８負

担金補助及び交付金の地域活性化起業人負担金５３５万円の追加は、稼げる農業を

実現するため、国の地域活性化起業人制度を活用した民間企業の社員の派遣を受け

ることで、民間企業のノウハウや知見をいかした地域産品の開発や販路開拓、農産

物を核としたブランディングなどを図るものとなります。 

２７ページをお願いいたします。款６、項１、目１商工総務費、節１８負担金補

助及び交付金の物価高騰対応ＬＰガス使用世帯支援事業補助金３,７４４万７,００

０円は、国のエネルギーの価格高騰対策の対象となっていないＬＰガス使用世帯の

負担軽減を図るため、前回の支援に引き続き県及びＬＰガス協会と連携し、１世帯

当たり２,０００円の補助金を支給するものです。 

財源は、物価高騰対応関係の国と県の交付金で全て賄うこととしております。 
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３２ページをお願いいたします。ページ中段の款９、項１、目３教育振興費、節

１７備品購入費の庁用器具購入費６,３３９万６,０００円の増額は、小中学校に配

備している複写機や印刷機器の更新期を考慮し、設置基準の見直しを行うとともに、

学校教育の働き方改革やペーパーレスの推進等を図るため、全小中学校に配備する

デジタル複合機を一括購入するものです。 

次に、ページ下段の款９、項２、目１学校管理費に移ります。３３ページに移り

まして、節１４工事請負費の小学校屋内運動場空調整備工事費５億７,５００万円

余は、近年の猛暑対策として、学校体育館等に空調機器を整備することで、小中学

校の教育環境と災害時の避難所環境を向上させるものです。令和７年度が期限とな

る財政措置が有利な市債を活用し、実施するものです。 

ページ中段の款９、項３、目１学校管理費、節１４工事請負費の中学校屋内運動

場空調整備工事費５億５,１００万円余についても先ほどと同様の理由となります。 

次に、３６ページをお願いいたします。ページ中段、款１０、項１、目１農業用

施設災害復旧費、節１４工事請負費の農地災害復旧工事費５００万円は、５月９日

の豪雨により不知火町長崎地区の農地が被災したため、その災害復旧工事を行うも

のです。財源は、県補助金と受益者負担金及び市債を発行して賄う予定としており

ます。 

同じく項２、目１公共土木施設災害復旧費、節１４工事請負費の河川災害復旧工

事費９００万円は、６月１０日の豪雨により豊野町上郷地区の砂川護岸が被災した

ため、その災害復旧工事を行うものです。財源は、国庫負担金と市債を発行して賄

う予定としております。 

また、今回の補正予算におきましては、各費目で４月以降の人事異動等に伴う人

件費の増減調整などを行っておりますので申し添えます。 

続いて、歳入予算の説明をいたします。主な特定財源につきましては、歳出予算

の説明の中で説明しておりますので、一般財源の主なものを中心に説明させていた

だきます。 

１１ページをお願いいたします。ページ上段、款１１、地方特例交付金の減収補

てん特例交付金と款１２地方交付税の普通交付税は、それぞれ国の交付額決定通知

に基づく補正となります。 

次に、１４ページをお願いいたします。款２０、項２、目１財政調整基金繰入金

で７,２８１万９,０００円を増額しております。歳出補正額に対し歳入補正額が不

足するため、歳入歳出予算の財源調整を行っております。 

款２１、項１、目１繰越金で、前年度繰越金を１億１,９００万円余増額してお

ります。前年度決算の実質収支から法定基金繰入金を除いた額が、補正後の額で４
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億１,９００万円余となります。 

款２２、項６、目５雑入では、宇城広域連合過年度精算返納金４,３８８万８,０

００円を追加しております。宇城広域連合の前年度の決算剰余金の返還金となりま

す。 

以上で、議案第４９号の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第４９号の詳細説明が終わりました。 

次に、議案第５０号及び議案第５１号の詳細説明を求めます。 

○保健衛生部長（元田智士君） 議案第５０号令和７年度宇城市国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）について説明いたします。補正予算書の１ページをお願いいた

します。 

今回の補正は、第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ６２２万６,０００円を

追加し、予算の総額を７７億１,７６０万７,０００円とするものでございます。 

まず、歳入を説明いたします。６ページをお願いいたします。 

款５繰入金、項１他会計繰入金５１６万８,０００円の減額は、職員の人事異動

に伴う人件費の減額などにより、一般会計からの繰入金を減額するものでございま

す。 

款６繰越金、項１繰越金４６８万４,０００円の増額は、令和６年度決算確定に

よる繰越金です。 

款８国庫支出金、項１国庫補助金６７１万円の増額は、令和８年度に創設されま

す子ども・子育て支援金制度に向けたシステム改修事業に対して交付されます補助

金です。 

次に、歳出を説明いたします。７ページをお願いいたします。 

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節１２委託料６７１万円の増額

は、歳入で説明いたしました、令和８年度に創設されます子ども・子育て支援金制

度に向けたシステム改修に係る委託料です。 

９ページをお願いいたします。款８諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１

一般被保険者保険税還付金、節２２償還金利子及び割引料５８２万９,０００円の

増額は、令和６年１２月からマイナ保険証へ移行することにより、登録者数の保険

証情報が早くなり、重複するものに対し、国保資格喪失勧奨及び職権終了処理を行

うことができるようになりました。そのため、過年度遡及資格喪失者への還付金が

増えたことによるものです。 

款８、項２繰出金１,５６４万３,０００円の増額は、令和６年度の一般会計から

の繰入金について、剰余金が発生したことによる前年度決算剰余繰出金の増額と、

令和６年度歳入不足の補塡に要した一般会計からの財政安定化支援借入金を償還す
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るものです。 

以上で、議案第５０号の詳細説明を終わります。 

続きまして、議案第５１号令和７年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について説明いたします。補正予算書の１ページをお願いいたします。 

今回の補正は、第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ７７７万３,０００円を

追加し、予算の総額を１１億３,７４９万６,０００円とするものです。 

まず、歳入を説明いたします。６ページをお願いいたします。 

款５繰越金、項１繰越金６７８万９,０００円の増額は、令和６年度の決算確定

による繰越金です。 

款７国庫支出金、項１国庫補助金３４１万円の増額は、令和８年度に創設されま

す子ども・子育て支援金制度に向けたシステム改修に対して交付される補助金とな

ります。 

次に、歳出を説明いたします。７ページをお願いいたします。 

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節１２委託料３４１万円の増額

は、令和８年度に創設されます子ども・子育て支援金制度に向けたシステム改修に

係る委託料となります。 

款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付金４３５

万２,０００円の増額は、令和６年度分の本市の保険料等負担金が確定いたしまし

たので、前年度精算金として広域連合に納付するものです。 

款３諸支出金、項２繰出金２４３万７,０００円の増額は、歳入で説明いたしま

した繰越金６７８万９,０００円から、保険料等負担金の前年度精算金４３５万２,

０００円を差し引いた金額を一般会計に繰り出すものでございます。 

以上で、議案第５１号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第５０号及び議案第５１号の詳細説明が終わりました。 

次に、議案第５２号の詳細説明を求めます。 

○福祉部長（岩井 智君） 議案第５２号令和７年度宇城市介護保険特別会計補正予算

（第２号）について説明をいたします。補正予算書１ページをお願いいたします。 

今回の補正は、第１条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ

１億３,００８万５,０００円を追加し、予算の総額をそれぞれ６８億７５９万４,

０００円とするものです。 

７ページをお願いします。歳出の主なものから説明します。 

款４基金積立金、項１基金積立金、目１介護給付費準備基金積立金７,９０５万

円の増額は、前年度繰越額確定に伴う元金及び利子積立金です。 

同ページの款６諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目２償還金の１,９４３
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万３,０００円の増額は、過年度国庫支出金等の返還金で、前年度実績による国県

及び支払基金への精算返還金です。 

８ページの項２繰出金、目１一般会計繰出金の２,３３４万４,０００円の増額は、

前年度の介護給付費と事務費等の実績を精算し、一般会計に繰り出すものです。 

次に、歳入の主なものを説明します。６ページをお願いいたします。 

款８繰入金、項２基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰入金４,３８６万４,０

００円の減額は、前年度繰越金から基金積立金、精算返還金等を差し引いた残額を

基金繰入金から減額するものとなります。 

款９繰越金、項１繰越金、目１繰越金で１億５,５６１万円を前年度繰越金とし

て増額しております。 

以上で、議案第５２号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第５２号の詳細説明が終わりました。 

次に、議案第５３号の詳細説明を求めます。 

○教育部長（井貴男君） 議案第５３号令和７年度宇城市奨学金特別会計補正予算

（第１号）について説明いたします。補正予算書の１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１,７６４万９,０００円とするものです。 

まず、歳入を説明します。６ページをお願いたします。 

款２財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金で７万４,０００円を増

額しています。奨学基金利子が当初の見込みを上回ったことによる補正です。 

款３繰入金、項２基金繰入金、目１奨学基金繰入金で３０万７,０００円を減額

しています。前年度繰越金の増額補正によるものです。 

款４繰越金、項１繰越金、目１繰越金で、節１前年度繰越金６１万４,０００円

を増額しています。令和６年度決算に伴う補正になります。 

次に、歳出を説明いたします。７ページに移ります。 

款１、項１、目１育英事業費、節２４積立金で、前年度決算の剰余金２分の１以

上の基金元金積立として３０万７,０００円と利子積立金として７万４,０００円を

補正しています。 

以上で、議案第５３号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第５３号の詳細説明が終わりました。 

次に、議案第５４号及び議案第５５号の詳細説明を求めます。 

○上下水道局長（福田真治君） 議案第５４号令和７年度宇城市水道事業会計補正予算

（第２号）について説明いたします。補正予算書の１ページをお願いいたします。 

第２条収益的収入及び支出の収入においては、第１款水道事業収益の既決予定額
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から補正予定額１,９２３万円を減額し、収入予定額を１３億９９４万３,０００円

としております。補正の主な理由は、下水道使用料徴収委託手数料の追加及び一般

会計補助金のうち、高料金対策費補助金について、国の基準単価の見直しで一部要

件を満たさなくなったことにより、繰入基準に該当しなくなったための減額となり

ます。 

支出では、第１款水道事業費用の既決予定額に１,３２４万７,０００円を追加し、

支出予定額を１３億６,３６８万１,０００円としております。主なものは、人事異

動に伴う職員人件費の調整及び水道検針機器の更新に伴い、処分した元の機器の減

価償却費の減額、資産減耗費の追加となります。 

以上で、議案第５４号の説明を終わります。 

続きまして、議案第５５号令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第１号）

について説明いたします。補正予算書の１ページをお願いいたします。 

第３条収益的収入及び支出の収入においては、第１款下水道事業収益の既決予定

額から、補正予定額１６７万２,０００円を減額し、収入予定額を１４億６,３６６

万８,０００円としております。補正の主な理由は、高良雨水ポンプ場に係る一般

会計雨水処理負担金の減額となります。 

２ページに移ります。支出では、第１款下水道事業費用の既決予定額に補正予定

額１,４０１万円を追加し、支出予定額を１５億６８２万８,０００円としておりま

す。補正の主な理由は、水道事業に対する下水道使用料徴収業務手数料の追加及び

人事異動に伴う職員人件費等の調整となります。 

続いて、第４条資本的収入及び支出の第１款資本的支出の既決予定額に、補正予

定額９万７,０００円を追加し、支出予定額を９億６０７万５,０００円としており

ます。補正の理由は、人事異動に伴う職員人件費等の調整となります。 

以上で、議案第５５号の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第５４号及び議案第５５号の詳細説明が終わりました。 

次に、議案第５６号の詳細説明を求めます。 

○総務部長（木見田洋一君） 議案集は１５ページから１８ページ、説明資料集は５ペ

ージから１０ページとなります。議案第５６号宇城市職員の勤務時間、休暇等に関

する条例及び宇城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて説明いたします。 

本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、改正するも

のです。 

改正内容としましては、まず、育児時間の取得パターンの多様化に関する改正で

す。現行の１日２時間の範囲内で取得できる制度に加え、１年に１０日相当時間数
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の範囲内で１日当たりの上限時間数なく育児時間を取得できるパターンを追加しま

す。なお、このパターンの育児時間と現行の育児時間のいずれを取得するかは、職

員による選択制といたします。 

次に、仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向確認等です。妊娠・

出産等についての申出をした職員等に対し、仕事との両立支援制度等に関する情報

提供など、制度を利用しやすい勤務環境の整備に関する事項を新設しております。 

以上で、議案第５６号の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第５６号の詳細説明が終わりました。 

次に、議案第５７号及び議案第５８号の詳細説明を求めます。 

○市民部長（岩竹泰治君） 議案集は１９ページ、説明資料集は１１ページをお願いし

ます。議案第５７号宇城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

の制定について説明いたします。 

今回の改正は、自治体情報システム標準化に伴い、新しく定義された印鑑登録原

票について規定するため、条例の一部を改正するものです。 

以上で、議案第５７号の詳細説明を終わります。 

続きまして、議案集は２０ページ、説明資料集は１２ページをお願いします。議

案第５８号宇城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 

近年、全国的に人口減少や少子高齢化が進行し、本市においても消防団員の減少

が続いております。現在の宇城市消防団員数は１,２３３人であり、条例定数１,５

５０人に対して充足率７９.５％と低迷しております。 

今後も、団員の増加が見込めない状況が予測されることから、少数班の統合編成

等を考慮し、条例定数を実団員数に近い１,３００人へ引き下げるものです。 

以上で、議案第５８号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第５７号及び議案第５８号の詳細説明が終わりました。 

ここで、しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（豊田紀代美君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

次に、議案第５９号の詳細説明を求めます。 

○土木部長（平木恵一君） 議案集２１ページ、説明資料集は１３ページとなります。

議案第５９号宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について説明しま

す。 
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三角町にあります市営住宅馬立住宅は、建築から６０年以上を経過しており、耐

震性もなく、地すべり警戒区域に立地することから用途廃止し、宇城市営住宅管理

条例から「馬立住宅」の名称を抹消する一部改正を行うものです。 

以上で、議案第５９号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第５９号の詳細説明が終わりました。 

次に、議案第６０号の詳細説明を求めます。 

○上下水道局長（福田真治君） 議案集２２ページ、説明資料集は１４ページになりま

す。議案第６０号宇城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、説明資料集を基に説明いたします。 

本改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、企業職員も同様

の対応とするため条文を一部改正するものです。これは、育児のために勤務しない

ことを認める部分休業制度の拡充になります。 

改正内容としましては、先ほどの議案第５６号と重複いたしますが、育児時間の

部分休業制度において、現行では１日２時間の範囲内でしか取得できなかった制度

に加え、１年につき１０日相当時間数の範囲内で、１日当たりの上限時間数に縛り

がない形態を追加いたします。 

よって職員は、１日の勤務時間の全部又は一部について勤務しない形態を選択で

きるようになるものです。 

以上で、議案第６０号の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第６０号の詳細説明が終わりました。 

次に、議案第６１号の詳細説明を求めます。 

○市民部長（岩竹泰治君） 議案集の２３ページをお願いいたします。議案第６１号宇

城市税徴収等の特例に関する条例を廃止する条例の制定について説明いたします。 

自治体情報システム標準化対応のため、住民税、固定資産税、国民健康保険税の

３税の集合徴収方式から、各税目で徴収する単税徴収方式になることに伴い、条例

を廃止するものです。 

以上で、議案第６１号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第６１号詳細説明が終わりました。 

次に、議案第６２号及び議案第６３号の詳細説明を求めます。 

○保健衛生部長（元田智士君） 議案集２４ページをお願いいたします。議案第６２号

宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について説

明いたします。 

当該施設は、旧三角町時代に建設されたごみ処理施設であり、平成１０年には既

に役割を終え、稼働を停止しております。現状、既に廃墟のような状態であり、煙
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突等は老朽化による倒壊の危険性もございます。また、隣接地には住民の農業用ハ

ウス等もあるため、令和８年から令和９年度にかけて解体工事を予定しております。 

先の６月議会で、当該施設の解体設計業務委託料予算について、市議会での承認

を得たことを受け、今回、当該施設の廃止条例を上程するものでございます。 

以上で、議案第６２号の詳細説明を終わります。 

続きまして、議案集は２５ページ、説明資料集は１５ページから１６ページをお

願いいたします。議案第６３号工事請負契約の締結について説明いたします。 

本案件の宇城市保健福祉センター中規模改修工事は、宇城市保健福祉センターの

老朽化に伴う設備等の改修を行うもので、令和７年８月１８日に契約相手方と仮契

約を締結しております。 

契約の内容は、工事名、宇城市保健福祉センター中規模改修工事。工事場所、宇

城市松橋町松橋３９６番地１。契約金額３億２,１９７万円税込。契約の相手方、

住所、熊本県宇城市松橋町両仲間２７２番地の１。商号又は名称、株式会社日置組。

代表者氏名、代表取締役岡本和久。 

本事業は、平成１４年に供用開始され２３年が経過し、冷暖房設備や電気設備等

の耐用年数を超過しております。各設備を更新し、保健事業推進の拠点施設として

適正な運営を目指すものでございます。 

本契約は、設計金額が１,０００万円を超えるため、条件付一般競争入札方式を

採用し、施工能力や実績により受注業者の選定を行っており、競争参加資格確認申

請書を基に７月１０日の指名審査会をはじめ、８月１２日の開札結果により落札者

を決定し、８月１８日に仮契約を締結したところでございます。 

なお、本工事については、令和７年度から令和８年度までの繰越明許費を設定し、

令和８年７月３１日の工事完成を目指しております。 

以上で、議案第６３号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第６２号及び議案第６３号の詳細説明が終わりました。 

次に、議案第６４号から議案第６７号までの詳細説明を求めます。 

○教育部長（井貴男君） 議案集２６ページ、説明資料集１７ページ、１８ページで

す。議案第６４号工事請負契約の締結について説明いたします。 

本案件の豊福小学校校舎棟改築工事は、豊福小学校建替事業に伴う新校舎の建て

替えを行うもので、令和７年８月１８日に相手方と仮契約を締結しております。 

契約内容は、工事名、豊福小学校校舎棟改築工事。工事場所、宇城市松橋町豊福

１６０４番地。契約金額３１億２,３９９万円。契約の相手方、住所、熊本県熊本

市中央区大江４丁目１３番２０号。商号又は名称、小竹・髙橋・いさお特定建設工

事共同企業体。代表者氏名、株式会社小竹組、代表取締役江越征記。 
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本事業は、昭和４５年に建築された校舎棟の老朽化をはじめ、熊本地震による影

響により老朽度合いが進行しているため、校舎棟を建て替えし、安全で安心な学校

運営を目指すものです。 

なお、本工事については、令和６年度から令和９年度までの４か年にわたる継続

費を設定しており、令和９年５月２８日の工事完了を目指しております。 

以上で、議案第６４号の詳細説明を終わります。 

次に、議案集２７ページ、説明資料集１９ページ、２０ページです。議案第６５

号工事請負契約の締結について説明いたします。 

本案件の松橋中学校校舎等解体工事（２期）は、松橋中学校校舎等建替事業に伴

う旧校舎などの関係諸施設の解体・撤去を行うもので、令和７年８月６日に相手方

と仮契約を締結しております。 

契約内容は、工事名、松橋中学校校舎等解体工事（２期）。工事場所、宇城市松

橋町松橋５２２番地１。契約金額３億５,０３５万円。契約の相手方、住所、熊本

県宇城市松橋町両仲間２７２番地の１。商号又は名称、株式会社日置組。代表者氏

名、代表取締役岡本和久。 

本事業は、本年８月の松橋中学校校舎棟落成に伴い、旧校舎などを解体し、外構

工事へつなげるものです。 

なお、本工事については、令和８年度までの繰越明許を設定し、令和８年１０月

２９日の工事完了を目指しております。 

以上で、議案第６５号の詳細説明を終わります。 

次に、議案集２８ページ、説明資料集２１ページ、２２ページです。議案第６６

号工事請負契約の締結について説明いたします。 

本案件の宇城市農業者トレーニングセンター中規模改修工事は、豊野町にありま

す宇城市農業者トレーニングセンターが築３８年を迎え、老朽化が進んでいるため

建築設備等の改修を行うもので、令和７年８月１９日に契約相手方と仮契約を締結

しております。 

契約内容は、工事名、宇城市農業者トレーニングセンター中規模改修工事。工事

場所、宇城市豊野町糸石３０２９番地。契約金額２億２０万円。契約の相手方、住

所、熊本県宇城市小川町北新田２７８番地。商号又は名称、株式会社実栄企業。代

表者氏名、代表取締役澤田幸佑。 

以上で、議案第６６号の詳細説明を終わります。 

次に、議案集２９ページ、説明資料集２３ページ、２４ページです。議案第６７

号工事請負契約の締結についての議決の一部変更について説明いたします。 

今回、小川総合文化センター中規模改修工事の変更契約につきましては、令和７
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年８月１８日に契約の相手方と仮契約を締結しております。 

契約の内容は、工事名、小川総合文化センター中規模改修工事。今回変更増額２,

９１５万６,６６２円、現請負金額７億２,２７０万円、変更請負金額７億５,１８

５万６,６６２円。契約の相手方、住所、熊本市中央区大江４丁目１３番２０号。

商号又は名称、小竹・松﨑特定建設工事共同企業体。代表者氏名、株式会社小竹組、

代表取締役江越征記。 

主な変更点は、着工後、建物東側にあります受水槽において亀裂が生じているこ

とが判明し、修繕も困難であったため、受水槽方式と水道直結直圧給水方式を比較

検討した結果、維持管理面に優れた水道直結直圧給水工事を実施するための増額や、

地下ピット止水工事について、事前調査で把握していた箇所より多数の箇所から漏

水していたことによる止水工事範囲増に伴う増額等です。 

以上で、議案第６７号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第６４号から議案第６７号までの詳細説明が終わりまし

た。 

次に、議案第６８号及び議案第６９号の詳細説明を求めます。 

○市民部長（岩竹泰治君） 議案集は３０ページ、説明資料集は２５ページから２９ペ

ージをお願いいたします。議案第６８号財産の取得について説明いたします。 

今回の小型動力消防ポンプ購入は、宇城市消防団が使用している小型動力消防ポ

ンプが取得から２５年経過し、経年劣化が進んでいるため、１６台を購入するもの

です。令和７年８月８日に契約相手方と仮契約を締結しております。 

契約内容は、財産名は小型動力消防ポンプ。数量は１６台。納入場所、宇城市松

橋町大野８５番地。取得価格３,４６３万６,８００円、税込です。契約相手方は、

住所、熊本市東区健軍１丁目３１番７号。商号又は名称、株式会社田原商会。代表

者氏名、代表取締役成良仁志。 

なお、納期は令和８年２月２７日までとしております。 

以上で、議案第６８号の詳細説明を終わります。 

続きまして、議案集は３１ページ、説明資料集は３０ページから３６ページをお

願いいたします。議案第６９号財産の取得について説明いたします。 

今回の消防積載車購入は、宇城市消防団が使用している消防積載車が取得から３

０年経過しており、経年劣化が進んでいるため、９台を購入するものです。快適性

の向上を図るためクーラーやパワーウインドウを備えるとともに、安全機能も強化

した仕様となっております。令和７年８月１８日に契約相手方と仮契約を締結して

おります。 

契約内容は、財産名は消防積載車。数量は普通自動車９台。納入場所、宇城市松
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橋町大野８５番地。取得価格５,５３５万９００円、税込です。契約相手方は、住

所、熊本市東区健軍１丁目３１番７号。商号又は名称は、株式会社田原商会。代表

者氏名、代表取締役成良仁志。 

なお、本契約の納期は令和８年３月１７日までとしております。 

以上で、議案第６９号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第６８号及び議案第６９号の詳細説明が終わりました。 

次に、議案第７０号及び議案第７１号の詳細説明を求めます。 

○土木部長（平木恵一君） 議案集は３２ページ、説明資料集は３７ページです。議案

第７０号市道の路線の認定について説明します。 

道路法第８条第１項の規定に基づき、市道の路線として認定するのは、松橋町の

左近田・右近田線です。左近田・右近田線は、市道認定基準に合致した整備済みの

道路を市が寄附を受け、市道として認定するものです。 

以上で、議案第７０号の詳細説明を終わります。 

続きまして、議案集は３３ページ、説明資料集は３８ページです。議案第７１号

市道の路線の廃止について説明します。 

道路法第１０条第１項の規定に基づく市道の路線の廃止は、松橋町の曲野左近田

３号線です。曲野左近田３号線につきましては、隣接します同等以上の機能のある

左近田・右近田線の市道認定に伴い、廃止するものです。 

以上で、議案第７１号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第７０号及び議案第７１号の詳細説明が終わりました。 

次に、認定第１号について各部の所管に関する詳細説明を求めます。 

まず、総務部長に詳細説明を求めます。 

○総務部長（木見田洋一君） 認定第１号令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認

定について説明いたします。説明は、別冊の令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決

算書にて行います。 

まず、歳入歳出決算の実質収支について御説明いたします。令和６年度宇城市一

般会計歳入歳出決算書の１６ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。表の上段から、１の歳入総額は３６５億８,６８６

万４,０００円、２の歳出総額は３４０億６,４４５万６,０００円、３の歳入歳出

差引額は２５億２,２４０万８,０００円、４の翌年度へ繰り越すべき財源は、合計

で１６億８,２８０万１,０００円、また、３の歳入歳出差引額から４の翌年度へ繰

り越すべき財源を差し引いた５の実質収支額は８億３,９６０万７,０００円となり、

６の実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は４億

２,０００万円としております。 
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続いて、総務部所管の概要を御説明いたします。１７ページ以降の一般会計歳入

歳出決算事項別明細に沿って、主なものを説明いたします。 

まず初めに、歳入の主なものについて説明いたします。 

１８ページ、１９ページをお願いいたします。ページの下段の款２地方譲与税で

す。収入済額は３億２,１７６万１,１１１円で、前年度比プラス２８４万４,３３

３円、０.９％増となります。主な増額要因は、森林環境譲与税の増加によるもの

です。 

２２ページから２３ページに移ります。款７地方消費税交付金です。１５億１,

１６９万６,０００円で、前年度比プラス１億１,１９２万円、８％の増となります。 

続いて、款１１地方交付税です。１１０億７７１万４,０００円で、前年度比プ

ラス１億３,８３３万９,０００円、１.３％の増となります。主なものは、普通交

付税が９９億７,７３７万４,０００円、前年度比プラス１億２,３５７万９,０００

円、１.３％増となります。 

５４ページ、５５ページをお願いいたします。款２０、項２、目１財政調整基金

繰入金です。予算現額の１３億８,９０３万１,０００円、これに対しまして年度末

までの収支不足額を見込み、収入済額として実際に繰り入れた額を５億円としてお

ります。 

５６ページ、５７ページをお願いいたします。款２１繰越金です。１０億９,３

８０万３６１円で、前年度比マイナス６,６９４万３５７円、５.７％の減となりま

す。令和５年度の決算剰余金である純繰越金と令和６年度に繰り越した繰越明許事

業などの一般財源となります。 

６６ページ、６７ページをお願いいたします。款２３市債です。市債全体の収入

済額は３３億６,５７０万円で、前年度比マイナス１１億３,１６０万円、２５.

２％減となります。減額の主な要因は、不知火小学校、小川中学校及び松橋中学校

の建替事業の財源とした市債発行額の減によるものです。 

続いて、歳出の主なものについて御説明いたします。 

７４ページ、７５ページをお願いいたします。款２総務費です。項１総務管理費

では、７４ページから１０９ページまでとなり、支出済額は２９億６,００７万３,

７０５円となります。前年度比マイナス２,５９９万５,０３６円、０.９％の減と

なります。 

目１一般管理費では、総務部、市長政策部、市民部などの職員人件費のほか、行

政区や宇城広域連合等に関係する経費があります。このほか主なものといたしまし

ては、８０ページの目３文書管理費７,４９１万１,４８２円や、８４ページの目５

財産管理費１億４,４９７万８２２円、また１００ページの目１１情報システム運
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営費２億２０３万８,２３２円など、全庁的に共通する経費を所管しております。 

続いて、１１８ページ、１１９ページをお願いいたします。項４選挙費です。支

出済額は５,６８２万２２２円で、前年度比プラス３,０４５万９,０９９円、１１

５.５％の増となります。主な支出は、市長選挙、市議会議員補欠選挙、衆議院議

員選挙などとなっております。 

３０８ページ、３０９ページをお願いいたします。款１１、項１公債費となりま

す。支出済額４５億３,０８５万４,９８０円で、前年度比マイナス４,４９２万４,

５１３円、１.０％の減となります。元金償還は７,３８０万円減少いたしましたが、

利子の償還が３,０９６万円増加している状況となっております。 

以上で、総務部所管の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 次に、市長政策部長に詳細説明を求めます。 

○市長政策部長（亀井 誠君） 市長政策部所管の決算について主な決算額を説明しま

す。 

まず、歳入です。決算書の５４、５５ページをお願いします。 

上段の款１９寄附金、項１寄附金、目１指定寄附金、節１総務費寄附金のうち、

市長政策部所管は、ふるさと応援寄附金として５億８,００３万５,８９０円、その

下段、まち・ひと・しごと創生寄附金、いわゆる企業版ふるさと納税が５００万円

です。ふるさと応援寄附金は、前年度比１,３４６万円、２.３％の増です。 

次に、歳出の決算になります。決算書は７８、７９ページをお願いします。 

備考欄上から１０段目、市制２０周年イベント開催業務委託料２,０５５万４,６

０９円は、２０周年記念事業として実施した各種イベントに関する業務委託料です。 

決算書は９０、９１ページをお願いします。目６企画費、節１２委託料の備考欄

中段下のふるさと納税関連の経費として事務一括代行業務委託料２億４,０２２万

４,７４４円を支出しております。 

続いて、９２、９３ページをお願いします。節１８負担金補助及び交付金の補助

金の備考欄下段、路線バスを運行するバス会社に対し、赤字を補塡するバス運行対

策費補助金として１億２,８７８万５,０００円支出しております。前年度より８７

４万円の減となっています。 

また、ページの最下段、空き家改修事業補助金１,００６万１,０００円は、前年

度比３９８万６,０００円、２８.４％の減となっております。 

９４、９５ページに移りまして、備考欄の上から３つ目の用地取得補助金１,４

１０万円と、その下の施設等建設補助金４,５２２万２,０００円は、誘致企業に対

しての補助金になります。 

続いて、中段の節２４積立金、元金積立金の備考欄、ふるさと応援寄附基金とし



－ 31 － 

て２億３,５２１万６,９１１円を基金へ支出しております。 

次に、決算書は１２２、１２３ページをお願いします。項５統計調査費の総支出

済額１,１０８万５,２０８円は、農林業センサス住宅土地統計調査などの統計調査

に要した経費です。 

以上で、市長政策部所管の決算についての詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 次に、市民部長に詳細説明を求めます。 

○市民部長（岩竹泰治君） 市民部所管の決算について説明いたします。 

まず、歳入から説明いたします。決算書の２ページ、３ページをお願いします。 

款１市税です。収入済額が６２億４,４００万円余で、前年度に比べ１億２,８０

０万円の減です。内訳は、市民税が２３億５,６００万円余で、前年度比１億４,３

００万円の減、固定資産税が３１億７,７００万円余で、前年度比１,５００万円の

増、軽自動車税が２億５,０００万円余で、前年度比７００万円の増、市たばこ税

が４億６,０００万円余で、前年度比７００万円の減となっております。 

なお、先ほど申し上げました市税の前年度比１億２,８００万円の減は、個人住

民税における定額減税が主な要因でございます。 

市税全体の収入未済額は２億１,６００万円余で、前年度より３,２００万円多く

なっております。収納率は９６.５４％で、前年度収納率９６.９９％を０.４５ポ

イント下回りました。 

続きまして、歳出を説明いたします。１０６ページ、１０７ページをお願いしま

す。 

ここは、款２総務費、項１総務管理費になりますが、中段の目１５社会保障・税

番号制度対策費、支出済額３,３００万円余は、マイナンバーカードの申請・作

成・交付等に係る費用です。そのうち、節１２委託料、備考欄のマイナンバーカー

ド取得促進業務委託料７５６万２,０１６円は、カードの新規取得者や更新者に自

宅や施設等に出向いて申請のお手伝いを行うものです。 

１０８ページ、１０９ページをお願いします。上段の目１６熊本地震復興基金事

業費、支出済額２,９００万円余は、主に、節１４工事請負費の宇城広域連合消防

本部三角分署の建設に伴う防災拠点センターグラウンドの移設工事費２,２５１万

５,７４２円です。 

１１４ページ、１１５ページをお願いします。項３戸籍住民基本台帳費、目１戸

籍住民基本台帳費、支出済額２億１,９００万円余は、戸籍届や住民異動届、各種

証明書発行などに係る費用でございます。 

２３４、２３５ページをお願いします。款８消防費、項１消防費、支出済額１１

億５,０００万円余の主なものを説明いたします。目１常備消防費、支出済額８億
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２,１００万円余は、宇城広域連合常備消防費負担金になります。 

２３６、２３７ページをお願いします。下段の目３消防施設費、支出済額１億２

００万円余は、節１７備品購入費、支出済額８,６７５万７,４４０円の消防積載車

や小型ポンプの購入費など、消防施設整備に要する費用でございます。 

以上で、市民部所管の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 次に、福祉部長に詳細説明を求めます。 

○福祉部長（岩井 智君） 決算書の１２６、１２７ページをお願いいたします。福祉

部所管の歳出の主なものについて説明いたします。 

款３民生費です。総額１３０億５,９７０万９４０円の支出で、前年度より約３

億８,５００万円の増となっております。 

福祉部所管について項目別に説明します。 

項１社会福祉費の支出済額１９億４３１万５６４円のうち、福祉部所管分は１２

億２,９０５万９,７２０円で、前年度から約３億２,２００万円の増となっており

ます。社会福祉職員人件費、生活困窮者自立支援に関する各事業、民生委員・児童

委員協議会補助、社会福祉協議会の運営補助、住民税均等割非課税世帯給付事業、

低所得者支援・定額減税補足給付事業などの経費が主なものです。 

１３０ページ、１３１ページの項２障害者福祉費の支出済額は２９億６,９８５

万６,２５６円で、前年度比約２億５,６００万円の増です。主なものは、１３４ペ

ージの目２障害者自立支援費で、１３７ページ節１９扶助費の２７億１,６１０万

７０５円のうち、備考欄の障害福祉サービス等給付費と児童発達支援給付費などで

あります。 

同ページ、項３老人福祉費の支出済額２６億１,０４４万１,８２３円のうち、福

祉部所管は１２億６,２２５万７,７１３円で、前年度比約７００万円の増です。主

なものは、１３８ページ、目３介護保険費で、１４１ページの節２７介護保険特別

会計繰出金１０億８,０３９万８,８００円などとなります。 

次に、１４２ページをお願いします。項４児童福祉費の支出済額は、前年度比約

８,７００万円増の４３億４,０５１万７,３９５円です。主なものは、目１児童福

祉総務費のうち、１４５ページの節１８負担金補助及び交付金で、就学前教育・保

育施設整備事業補助金５,８４４万９,０００円、１４６ページの目２児童手当費、

節１９扶助費の児童手当費９億８,８８６万円、同ページの目３子ども・子育て支

援費、１４９ページの節１８負担金補助及び交付金の２８億８,０５３万８,２８３

円は、私立保育園運営費負担金及び認定こども園施設型給付費負担金が主なものと

なっております。 

１５０ページ、１５１ページの項５母子福祉費の支出済額は、前年度比約９,４
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００万円減の２億８,８３１万５６９円で、主なものは、１５２ページの目１母子

福祉費で、節１９扶助費の児童扶養手当費２億５,４８３万７,５６０円などとなり

ます。 

最後に、１５２ページの項６生活保護費の支出済額は、前年度比約８,２００万

円減の９億４,２０７万６,６５９円で、主なものは、１５６ページの目２生活保護

扶助費、節１９扶助費で、備考欄の生活扶助費から就労自立給付費までの合計８億

７,６６３万５,８８４円となっております。 

以上で、福祉部所管の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 次に、保健衛生部長に詳細説明を求めます。 

○保健衛生部長（元田智士君） 決算書の１３０ページ、１３１ページをお願いいたし

ます。保健衛生部所管の歳出の主なものについて御説明いたします。 

款３民生費、項１社会福祉費、目３国民健康保険費は、前年度より約１億６,８

３０万円減の６億７,５２５万８４４円です。国民健康保険特別会計への繰出金と

なります。 

同じく項２障害者福祉費、目１障害者福祉総務費のうち、保健衛生部所管分の主

なものは、１３５ページの節１９扶助費の重度心身医療費助成金１億３,２０３万

１,８２３円で、障害者医療費の助成金となります。前年度より約２,２６０万円増

加しております。 

次に、１４０ページ、１４１ページをお願いいたします。同じく項３老人福祉費、

目４後期高齢者医療費は、前年度より約５,９８５万円増の１３億４,８１８万４,

１１０円です。主なものは、１４３ページの節１８負担金補助及び交付金の熊本県

後期高齢者医療広域連合への負担金及び節２７繰出金の後期高齢者医療特別会計へ

の繰出金となります。 

次に、１５８ページ、１５９ページをお願いいたします。款４衛生費、項１保健

衛生費は、前年度より約１億４,３００万円減の１３億１,６９８万８８９円です。

主なものは、１６１ページの目１保健衛生総務費、節１８負担金補助及び交付金の

公的病院等運営助成補助金、目２予防費、節１２委託料の定期防接種業務委託料、

１６３ページの節２２償還金利子及び割引料の国庫支出金精算返還金、目３母子衛

生費、節１２委託料の妊婦乳幼児健診業務委託料、１６５ページの節１９扶助費の

こども医療扶助費、目４健康増進事業費、節１２委託料の集団健診業務委託料、１

６７ページの目５保健衛生施設費、節１２委託料の測量設計業務委託料、１６９ペ

ージの目７病院費、節１４工事請負費の受変電設備等改修工事費及び病棟等解体工

事費などとなっております。 

同じく項２環境衛生費は、前年度より１,２８５万円減の１億３,９９６万２４７
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円です。主なものは、１７１ページの節１８負担金補助及び交付金の宇城広域連合

火葬場費等への負担金となります。 

続いて、項３清掃費は、前年度より約６,９００万円増の６億６,７７７万９,９

９６円です。主なものは、１７２ページ、１７３ページの目１清掃総務費、節１２

委託料のごみ収集運搬業務委託料、節１８負担金補助及び交付金の宇城広域連合へ

の負担金、目２分別収集費、節１２委託料の分別ごみ収集運搬業務委託料などとな

っております。 

以上で、保健衛生部所管の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 次に、経済部長に詳細説明を求めます。 

○経済部長（浦田敬介君） 経済部所管の歳出を説明します。１７４ページをお開きく

ださい。 

款５農林水産業費、支出済額１５億３,０４７万９１８円です。農業委員会所管

分も含めております。 

項１農業費、１７８ページに移ります。目３農業振興費、節１８負担金補助及び

交付金、支出済額９,９７０万７,６７７円です。主なものは、備考欄中段、農業次

世代人材投資事業補助金８９２万５,０００円、新規就農者育成総合対策事業補助

金１,３５０万円及び新規就農者確保緊急円滑化対策事業補助金２,２７７万６,０

００円、以上合わせて４,５００万円を超える経営不安定な就農直後の資金面での

支援です。 

あと、次ページに続く備考欄の最下段、農業経営収入保険加入促進事業補助金７

７４万３,９９０円は、自然災害による収量減少や市場価格の低下なども含めた収

入減少を広く補塡する保険の保険料を一部助成し、加入促進を支援したものです。 

１８５ページに移ります。目８農地総務費、節１８負担金補助及び交付金、支出

済額１億７,２６３万５,３７０円の中で、主なものは、多面的機能支払事業補助金

１億６,１６１万６,２７０円です。農道、水路及び農業施設の補修や管理を地域が

自ら行うことを支援する補助金で、現在７９行政区が取り組んでいます。 

１８９ページに移ります。目１２ほ場整備事業費、節２４積立金、支出済額１億

６,５２３万４,３００円です。事業最終年度は９年後の令和１６年度になりますが、

その際３０億円にせまる事業負担金の支出が予定されていますので、基金を創設し

計画的に財源を確保しています。 

１９８ページに移ります。款６商工費、支出済額５億９,００２万５,８５３円で

す。主なものは、項１商工費、２０４ページに移ります。目３商工振興費（繰越明

許）、節１２委託料（繰越明許）、備考欄中段の物価高騰対策商品券業務委託料３

億１,８９８万２,０６７円で、物価高の影響を緩和する施策として５,０００円の
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商品券を交付し、市民の皆様に好評をいただきました。 

以上で、経済部所管の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） ここで、しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（豊田紀代美君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、土木部長に詳細説明を求めます。 

○土木部長（平木恵一君） 決算書の２０８、２０９ページをお願いします。土木部所

管の歳出の主なものについて説明いたします。 

款７土木費の支出済額は２７億６,９７８万２,２３８円、前年度比３億８,００

０万円余の増額で、そのうち繰越明許費は４億９,３８１万８,０００円です。 

２１４ページ、２１５ページをお願いします。款７土木費のうち、項２道路橋り

ょう費、目２道路維持費は、現年分の支出済額が２億８,０３５万８１７円と、次

の２１６、２１７ページの繰越明許の支出済額が４,０７１万１,５５４円で合計が

３億２,１０６万２,３７１円となり、前年度比４,２００万円余の減額となってお

ります。 

次に、２１６、２１７ページの目３道路新設改良費は、現年分の支出済額が２億

８２９万７,６０９円、繰越明許の支出済額が３億９,２５０万９,２７３円で、合

計しますと６億８０万６,８８２円となり、前年度比２億４,３００万円余の増額と

なっております。 

続いて、２１８、２１９ページの目４橋りょう維持費は、現年分の支出済額が５,

７７７万８,３２７円と繰越明許が１,８３９万３,７６５円で、合計は７,６１７万

２,０９２円となります。 

項３河川費では、２２０ページから２２１ページの目２河川維持費は３,６０１

万６,３５４円、２２２ページから２２３ページの目３河川改良費は、現年分の支

出済額１億３,１４９万５,６２８円と繰越明許分の支出済額が２,８７３万８,５３

８円で、合計は１億６,０２３万４,１６６円となります。 

次に、項４港湾費は支出済額が２,１３３万４,６００円で、主に、三角港の県営

港湾補修事業負担金となります。 

２２２ページから２２３ページ下段の項５都市計画費は、次のページの上下水道

局所管の目２の下水道費を除きますと、土木部関連の支出済額は１億８,５９５万

６,７８２円となります。まず、２２２ページから２２３ページの目１都市計画総
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務費は支出済額が７,４０１万８,６７９円になります。 

２２６ページから２２７ページになります目４公園費の支出済額は５,５９９万

３,２２６円で、市が管理します公園６２か所の管理費で遊具の更新や除草作業、

清掃作業の費用となります。 

２２８ページ、２２９ページの項６住宅費の支出済額は２億４４７万７,５２３

円で、市営住宅の維持修繕、改修、解体等の工事費となります。その次の急傾斜地

対策を行いました項７防災対策事業費までが、土木部関連の款７土木費となります。 

次に、３０６ページからの災害復旧費に移ります。３０８、３０９ページをお願

いします。款１０災害復旧費、項２公共土木施設災害復旧費の繰越明許を含めまし

た支出済額は５,０７９万９,８５４円で、主に、公共土木施設災害発生時の修繕料

等と建設機械等借上料、工事請負費となります。 

以上で、土木部所管の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 次に、教育部長に詳細説明を求めます。 

○教育部長（井貴男君） 決算書２４２ページ、２４３ページでございます。教育部

所管を説明いたします。 

款９教育費の支出済額は総額４４億７,６８１万７,７６１円で、前年度より２６

億３,１４５万円余の減となります。減額の要因は、令和５年度工事であった不知

火小学校屋内運動場改築工事及びプール改築工事、小川中学校校舎等改築工事が完

成したことなどの減によるものでございます。 

それでは、歳出の主なものを説明いたします。 

同じく２４２ページ、２４３ページの下段でございます。項１教育総務費、支出

済額５億４,５９９万２,４６３円です。主なものは２４８ページ、２４９ページ、

目３教育振興費、校務用パソコン等賃借料や小中学校のタブレット賃借料などでご

ざいます。 

次に２５０ページ、２５１ページ中段でございます。項２小学校費、支出済額８

億６,７８２万４,８９５円です。主なものは、２５４ページ、２５５ページです。

目１学校管理費（繰越明許）、小学校施設改修工事費などとなります。 

次に、２５８ページ、２５９ページの上段でございます。項３中学校費、支出済

額１５億８８５万８,９８８円です。主なものは、２６４ページ、２６５ページ、

目３学校建設費、小川中学校旧校舎解体工事費及び小川中学校外構等整備工事費、

松橋中学校校舎棟改築工事費などとなります。 

次に、２６４ページ、２６５ページの下段でございます。項４社会教育費、支出

済額４億１,２８０万１,８７２円です。主なものは、２７４ページ、２７５ページ

中段、目５図書館費、図書館指定管理業務委託料などとなります。 
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次に、２７６ページ、２７７ページでございます。項５文化費、支出済額３億２,

８２２万８５円です。主なものは、２８８ページ、２８９ページ中段、目７世界遺

産管理費、龍驤館耐震補強工事費などです。 

次に、２８８ページ、２８９ページの下段となります。項６保健体育費、支出済

額が２億６,９９７万９,０９０円です。主なものは、２９６ページ、２９７ページ

中段、目３グラウンド費（繰越明許）、ふれあいスポーツセンター観覧席設置工事

費などです。 

次に、３０２ページ、３０３ページ中段です。項７学校給食費、支出済額５億４,

３１４万３６８円です。主なものは、３０４ページ、３０５ページ上段、目１給食

総務費、賄材料費などです。 

以上で、認定第１号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） これで、認定第１号の詳細説明を終わります。 

次に、認定第２号及び認定第３号の詳細説明を求めます。 

○保健衛生部長（元田智士君） 認定第２号令和６年度宇城市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について御説明いたします。決算書の５１０ページをお願いいた

します。 

まず、特別会計の実質収支を説明いたします。 

歳入総額７６億２,３１６万２,０００円に対し、歳出総額７６億１,３７９万円

となり、差引９３７万２,０００円の実質収支となりました。実質収支額のうち、

地方自治法第２３３条の２の規定により、４６８万７,０００円を基金に繰り入れ

ております。 

それでは、歳入から説明いたします。５１２ページから５１３ページをお願いい

たします。 

款１国民健康保険税について、収入済額は１５億４,６０７万６,７９９円で、前

年度から１億９,４８６万９,５７４円の増、不納欠損額が９６２万５,８４９円、

収入未済額が１億９,４６３万２,３９０円となりました。 

次に、款３県支出金、項１県補助金５３億６,０２６万１,１０２円は、県からの

補助金で、内訳は、普通交付金５２億２,４４６万１,１０２円、特別交付金１億３,

５８０万円です。 

５１４ページから５１５ページをお願いいたします。款５繰入金６億７,５２５

万８４４円の内訳は、一般会計からの法定内繰入金６億６,２２５万８４４円と、

財政安定化のための一般会計からの借入金１,３００万円です。 

５１６ページ、５１７ページをお願いいたします。歳入合計は末尾の欄になりま

すが、収入済額７６億２,３１６万２,４３９円となりました。 
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次に、歳出を説明いたします。５１８ページから５１９ページをお願いいたしま

す。 

款１総務費、項１総務管理費７,５４３万５,９７１円は、主に、国民健康保険事

業に従事する職員の人件費です。 

５２０ページから５２１ページをお願いいたします。款２保険給付費は５２億８,

１５７万２９５円となり、総支出の６９.３７％を占めております。内訳について、

項１療養諸費４５億２,３０９万６,８３６円は、一般被保険者の療養給付費及び療

養費が主なもので、前年度に比べ１億６,８０６万６,１６３円の減、率にして３.

５８％の減となっております。 

項２高額療養費７億３,８７１万９,３２９円は、一般被保険者の高額療養費及び

高額介護合算療養費で、前年度に比べ１,４９９万６,４６６円の減、率にして１.

９９％の減となっております。 

次に、５２２ページから５２３ページをお願いいたします。項４出産育児諸費で

は、出産育児一時金補助金として１,８０４万６,９９０円を、項５葬祭諸費では、

葬祭費補助金１７０万円を交付いたしました。 

款３国民健康保険事業費納付金２１億１,６８２万４,８６５円は、県への負担金

となります。 

５２４ページから５２７ページにかけまして、款５保健事業費６,０８７万６,７

９０円は、特定健診及び人間ドック業務委託料が主なものとなっております。 

５２８ページから５２９ページをお願いいたします。款１０前年度繰上充用金３,

４８３万８,８０８円は、令和５年度国保特会への繰上充用金です。 

５３０ページから５３１ページをお願いいたします。最後に末尾の欄になります

が、歳出合計の支出済額は７６億１,３７８万９,８８２円となりました。 

以上で、認定第２号の詳細説明を終わります。 

続きまして、認定第３号令和６年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について御説明いたします。決算書の６０８ページをお願いいたします。 

まず、特別会計の実質収支を説明いたします。 

歳入総額１０億８,８４１万５,０００円に対し、歳出総額１０億８,１６２万５,

０００円となり、差引６７９万円の実質収支となりました。 

それでは、歳入から御説明いたします。６１０ページから６１１ページをお願い

いたします。 

款１後期高齢者医療保険料は、収入済額７億５,１３９万２００円です。収入未

済額は１６０万２,０９２円ですが、年金からの特別徴収過納分（死亡者等の返還

金として相続人等に返還すべき額）６８万９,５００円が含まれておりますので、
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実質の収入未済額は９１万２,５９２円となります。 

款４繰入金３億２,８２７万４,０００円は、一般会計からの保険基盤安定事業繰

入金及び事務費繰入金です。 

歳入合計は、６１２ページから６１３ページの末尾の欄になりますが、収入済額

１０億８,８４１万４,９０４円となりました。 

次に、歳出を説明いたします。６１４ページから６１５ページをお願いいたしま

す。 

款１総務費３,７９２万４,９６３円は、職員の人件費が主なものとなっておりま

す。 

６１６ページから６１７ページをお願いいたします。款２後期高齢者医療広域連

合納付金１０億３,８９２万２,６３７円は、熊本県後期高齢者医療広域連合への保

険料負担金及び保険基盤安定負担金で、総支出額の９６.０５％を占めております。 

最後に、歳出合計は末尾の欄になりますが、支出済額１０億８,１６２万４,６０

４円となりました。 

以上で、認定第３号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 認定第２号及び認定第３号の詳細説明が終わりました。 

次に、認定第４号の詳細説明を求めます。 

○福祉部長（岩井 智君） 認定第４号令和６年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決

算の認定についての説明を申し上げます。決算書の７１０ページをお願いいたしま

す。 

初めに、実質収支に関する調書についてです。 

歳入総額が７３億８,３７２万円、歳出総額が７２億２,８１０万９,０００円、

差引額が１億５,５６１万１,０００円、実質収支額についても同額となっています。 

７２０、７２１ページをお願いします。歳出の主なものについて説明いたします。 

款１総務費の支出済額は１億６,７５２万３,６２１円で、人件費が主なものとな

っております。 

次に、７２２、７２３ページの款２保険給付費は、前年度比約２億２,４００万

円増の６４億５,１５８万６７１円です。 

７２８、７２９ページになります。款４基金積立金は、前年度比約３,０００万

円減の２億４,４０２万９,０４８円でございます。 

次に、歳入の主なものを説明します。７１２、７１３ページになります。 

款１保険料は、６５歳以上の第１号被保険者保険料で、１３億３,１４５万８,４

００円の収入済額です。 

款３国庫支出金は、前年度比約１億１,６００万円減の１６億６,９１９万８,５
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２５円です。 

７１４、７１５ページになります。款４支払基金交付金は、前年度から約５,４

００万円増の１７億２,１２４万６,０００円です。 

款５県支出金は、前年度比約８,５００万円減の９億２,２０２万９,１４８円で

す。 

７１６、７１７ページの款８繰入金は、前年度比約１億６,６００万円増の１２

億４,９０５万２,８４１円です。 

款９繰越金は、令和５年度決算による繰越金で、前年度比約５,５００万円減の

４億８,７１５万３,７３３円となります。 

以上で、認定第４号の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 認定第４号の詳細説明が終わりました。 

次に、認定第５号の詳細説明を求めます。 

○教育部長（井貴男君） 認定第５号令和６年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算

の認定について説明いたします。 

まず、奨学金特別会計決算の実質収支について説明いたします。決算書８０８ペ

ージの実質収支に関する調書です。 

歳入総額１,２２６万２,０００円、歳出総額１,１６４万７,０００円、歳入歳出

差引額は６１万５,０００円、実質収支額も同じく６１万５,０００円です。 

続いて、歳入の主なものを説明いたします。８１０ページ、８１１ページ中段で

ございます。 

款３繰入金、項２基金繰入金、節１奨学基金繰入金の収入済額は１７２万８,９

２７円です。 

款４、項１繰越金、節１前年度繰越金の収入済額は１１３万９,０６０円です。 

款５諸収入、項１貸付金元利収入、節１奨学資金貸付収入の収入済額８５９万４

００円は、貸付者からの返還金で、節２奨学資金貸付収入滞納繰越分の収入済額７

９万６,０００円は、奨学金滞納分の返還金です。 

次に、歳出の主なものを説明いたします。８１２ページ、８１３ページをお願い

いたします。 

款１育英事業費、節２０貸付金の支出済額１,０８４万５,０００円は、継続貸付

者４人と令和６年度新規貸付者１７人に対する奨学貸付金７２４万５,０００円と、

１２人に対する入学支度貸付金３６０万円です。 

同じく節２４積立金の支出済額５７万３,４１３円は、奨学基金積立金です。 

以上で、認定第５号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 認定第５号の詳細説明が終わりました。 
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次に、認定第６号及び認定第７号の詳細説明を求めます。 

○上下水道局長（福田真治君） 認定第６号令和６年度宇城市水道事業会計決算の認定

について説明いたします。説明については、別冊の令和６年度宇城市水道事業会計

決算書を基に行います。決算書の２ページ、３ページをお願いいたします。 

まず、収益的収入及び支出の収入において、第１款水道事業収益の決算額は１３

億９,１４２万２,６２８円です。内訳としましては、第１項営業収益１２億１,９

０３万６３５円で、主なものは水道料金になります。 

第２項営業外収益が１億７,２３９万１,９９３円となり、主なものは、水道加入

金や一般会計からの補助金などになります。 

次に、ページ下段の表、支出です。第１款水道事業費用の決算額は１３億５,９

２７万７,４３０円です。内訳は、第１項営業費用が１２億９,４７０万９,７３９

円、主なものは、上天草・宇城水道企業団からの受水費や施設の運転に必要な動力

費、職員給与などになります。第２項営業外費用では６,３５９万３,９９１円とな

り、企業債の利息が主なものとなります。第３項特別損失では９７万３,７００円、

過年度水道料金等の還付金などになります。 

続いて、４ページから５ページをお願いいたします。こちらは、資本的収入及び

支出で、収入の第１款資本的収入の決算額は２億４,１６４万４,０５９円。内訳は、

第１項企業債が１億９,７５０万円、第２項工事負担金が９７万９,０５９円、消火

栓設置に係る工事費用負担金が主なものです。第３項出資金が４,３１６万５,００

０円となり、主に、一般会計からの繰入金となります。 

次に、下段の表、支出です。第１款資本的支出の決算額は４億９,８０２万７,３

２８円です。内訳としましては、第１項建設改良費が２億１,３３６万１,９７２円、

主なものは、施設改良等に伴う工事請負費になります。第２項企業債償還金では２

億８,３０４万６,５５６円となり、第３項国庫補助金返還金が１６１万８,８００

円の決算額となりました。 

６ページ以降につきましては、決算書類となる財務諸表や事業報告書などの決算

附属書類を調製しておりますが、説明については省略させていただきます。 

以上で、認定第６号の説明を終わります。 

続きまして、認定第７号令和６年度宇城市下水道事業会計決算の認定について説

明いたします。説明は、同じく別冊の令和６年度宇城市下水道事業会計決算書をお

願いいたします。決算書の２ページ、３ページをお願いします。 

まず、収益的収入及び支出の収入において、第１款下水道事業収益の決算額は１

３億９,８０２万２,２９２円です。内訳は、第１項営業収益が５億６,７８１万８,

２９６円で、下水道使用料が主なものです。第２項営業外収益は８億２,８７９万
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５,３６７円で、主なものは、一般会計からの補助金です。第３項特別利益は１４

０万８,６２９円で、過年度消費税及び地方消費税の還付金になります。 

次に、ページ下段の表の支出です。第１款下水道事業費用の決算額は１４億３,

８７４万８,１０５円です。内訳は、第１項営業費用が１３億１,８０９万１,９６

３円で、主なものは、固定資産の購入費用を使用可能期間にわたって分割して費用

計上する減価償却費や処理場の維持管理費などになります。第２項業外費用は１億

８３０万８,０９９円で、企業債の利息が主なものです。第３項特別損失は１,２３

４万８,０４３円で、主なものは、過年度消費税修正申告に伴う損失になります。 

続いて、４ページ、５ページをお願いいたします。こちらは、資本的収入及び支

出で、収入の第１款資本的収入の決算額は１０億６,５４６万７,９６０円です。内

訳は、第１項企業債が４億２,７２０万円です。第２項補助金の２億４,２６５万５,

０００円は、事業財源であります国庫補助金と県補助金になります。第３項分担金

及び負担金の１,５３８万９,４００円は、受益者負担金が主なものです。第５項出

資金の１億８６３万７,０００円は、一般会計からの繰入金です。第６項他会計負

担金の２億７,１５８万６,５６０円は、一般会計からの雨水処理負担金となります。 

次に、下段の表の支出です。第１款資本的支出の決算額は１４億８,２６１万２,

４０３円です。内訳は、第１項建設改良費が８億７,６１１万４,８４２円で、主な

ものは、雨水対策費における高良雨水ポンプ場の工事請負費、それと雨水排水ポン

プの購入費などになります。第２項企業債償還金は６億６４９万７,５６１円とな

りました。 

６ページ以降につきましては、決算書類となります財務諸表や事業報告書などの

決算附属書類を調製しておりますが、説明については省略させていただきます。 

以上で、認定第７号の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 認定第６号及び認定第７号の詳細説明が終わりました。 

以上で、報告第１４号から認定第７号までの詳細説明が終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３８ 発議第３号 宇城市保健医療、介護及び福祉サービスにおける人材の育

成、確保等に関する条例の制定について 

○議長（豊田紀代美君） 日程第３８、発議第３号宇城市保健医療、介護及び福祉サー

ビスにおける人材の育成、確保等に関する条例の制定についてを議題とします。 

本案の提出者に趣旨説明を求めます。 

○４番（四海公貴君） 議席番号４番、会派暁の四海公貴でございます。 

発議第３号宇城市保健医療、介護及び福祉サービスにおける人材の育成、確保等

に関する条例の制定について趣旨説明をいたします。 
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宇城市は合併以降人口が減少しており、特に若い方の市外への流出が多く、宇城

市合併以降約８,０００人の人口が減少しています。また、徐々に高齢化率が上昇

しており、２０２５年８月現在では高齢者人口は減少しているものの、後期高齢者

比率は高くなっており、保健医療、介護、福祉のサービスを必要としている方は増

加しています。宇城管内ハローワークの当該分野の求人倍率は、他の産業と比較し

て常に高く、また各関係団体へのヒアリングでも人材不足との見解が多く示されて

おり、当該サービスを提供する人材が不足していると判断できます。 

市民の家庭の同居形態は変化しており、毎年徐々に核家族化が進み、３世代同居

が減少しており、高齢者単身世帯、高齢者のみの世帯、親と子の世帯が増加してい

るため、家庭内で支え合う機能も低下しております。 

また、当該サービス分野は、その報酬が国の公定価格で決められており、２年ご

と、３年ごとの報酬の見直しとなっているため、現在の急激な経済物価変動に対応

しづらい構造となっております。 

さらに、当該サービス分野は、いわゆるエッセンシャルワーカーと呼ばれ、平時

でも、地震や洪水、感染症まん延等の災害時でも常に安定的なサービスを供給しな

ければならない分野です。 

今後は、更なる少子高齢化の伸展から当該サービスへの従事する人材も減少し、

当該サービス提供の体制維持がさらに困難になることが予測されます。 

当該サービスの提供が困難になってしまうと、家族の就労などの経済活動が困難

となり、宇城市全体に大きな損失を招いてしまうことになります。 

本来ならば、人材の育成や確保などは各事業所で行うべきことと考えられますが、

現在の宇城市の状況から鑑みれば、地域全体の問題であると捉えるべき問題だと考

えます。 

この条例が、今後の宇城市の人材育成、確保等に関する施策の基礎となり、当該

サービスの安定的な供給体制を維持するとともに、当該サービスに従事している

方々がやりがいを持って働くことができるような宇城市を目指します。 

議員各位におかれましては、条例案の趣旨を御理解いただき、御承認いただきま

すようよろしくお願い申し上げます。 

以上で、発議第３号の趣旨説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 発議第３号の趣旨説明が終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３９ 休会の件 

○議長（豊田紀代美君） 日程第３９、休会の件を議題とします。 

お諮りします。９月３日水曜日から５日金曜日までは、議事整理のため休会にし
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たいと思います。これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 異議なしと認めます。したがって、９月３日水曜日から５日

金曜日までは、休会することに決定しました。 

なお、９月６日及び７日は、市の休日のため休会であります。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後１時３８分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 号 

 

９月８日（月） 
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令和７年第３回宇城市議会定例会（第２号） 

 

令和７年９月８日（月） 

午前１０時００分 開議 

１ 議事日程 

日程第１  報告第１４号 令和６年度宇城市一般会計継続費精算報告について 

日程第２  報告第１５号 令和６年度有限会社アグリパーク豊野の経営状況の報告

について 

日程第３  報告第１６号 令和６年度宇城市健全化判断比率及び公営企業会計資金

不足比率の報告について 

日程第４  承認第５号  専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第

１２号） 

日程第５  議案第４９号 令和７年度宇城市一般会計補正予算（第２号） 

日程第６  議案第５０号 令和７年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第７  議案第５１号 令和７年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

日程第８  議案第５２号 令和７年度宇城市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第９  議案第５３号 令和７年度宇城市奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議案第５４号 令和７年度宇城市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第５５号 令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第５６号 宇城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇城市

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１３ 議案第５７号 宇城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１４ 議案第５８号 宇城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第５９号 宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１６ 議案第６０号 宇城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程第１７ 議案第６１号 宇城市税徴収等の特例に関する条例を廃止する条例の制

定について 

日程第１８ 議案第６２号 宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
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を廃止する条例の制定について 

日程第１９ 議案第６３号 工事請負契約の締結について（保健福祉センター中規模

改修工事） 

日程第２０ 議案第６４号 工事請負契約の締結について（豊福小学校校舎棟改築工

事） 

日程第２１ 議案第６５号 工事請負契約の締結について（松橋中学校校舎等解体工

事（２期）） 

日程第２２ 議案第６６号 工事請負契約の締結について（農業者トレーニングセン

ター中規模改修工事） 

日程第２３ 議案第６７号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について

（小川総合文化センター中規模改修工事） 

日程第２４ 議案第６８号 財産の取得について（小型動力消防ポンプの購入） 

日程第２５ 議案第６９号 財産の取得について（消防積載車の購入） 

日程第２６ 議案第７０号 市道の路線の認定について 

日程第２７ 議案第７１号 市道の路線の廃止について 

日程第２８ 発議第３号  宇城市保健医療、介護及び福祉サービスにおける人材の

育成、確保等に関する条例の制定について 

日程第２９ 認定第１号  令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第３０ 認定第２号  令和６年度宇城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第３１ 認定第３号  令和６年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第３２ 認定第４号  令和６年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第３３ 認定第５号  令和６年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第３４ 認定第６号  令和６年度宇城市水道事業会計決算の認定について 

日程第３５ 認定第７号  令和６年度宇城市下水道事業会計決算の認定について 

日程第３６ 決算審査特別委員会の設置について 

日程第３７ 休会の件 

 

２ 本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 
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３ 出席議員は次のとおりである。（１９人） 

１番 林 田   和 君            ２番 津志田 幸 紀 君 

３番 坂 元 大 介 君            ４番 四 海 公 貴 君 

５番 河 野 真 理 君            ６番 吉 良 邦 夫 君 

７番 田 中 美 君 君            ８番 嘉古田 茂 己 君 

９番 原 田 祐 作 君           １０番 永 木   誠 君 

１１番 山 森 悦 嗣 君           １２番 三 角 隆 史 君 

１３番 坂 下   勳 君           １４番 大 村   悟 君 

１５番 高 橋 佳 大 君           １７番 河 野 正 明 君 

１８番 豊 田 紀代美 君           １９番 中 山 弘 幸 君 

２０番 石 川 洋 一 君 

 

４ 欠席議員（１人） 

１６番 園 田 幸 雄 君 

 

５ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  星 津 章 博 君   書    記  三 村 修 司 君 

 

６ 説明のため出席した者の職氏名 

 市    長  末 松 直 洋 君   副 市 長  天 川 竜 治 君 

 教 育 長  平 岡 和 徳 君   総 務 部 長  木見田 洋 一 君 

 市長政策部長  亀 井   誠 君   市 民 部 長  岩 竹 泰 治 君 

 福 祉 部 長  岩 井   智 君   保健衛生部長  元 田 智 士 君 

 経 済 部 長  浦 田 敬 介 君   土 木 部 長  平 木 恵 一 君 

 教 育 部 長   井 貴 男 君   総 務部次長  米 田 年 宏 君 

 市長政策部次長  田 川 大 輔 君   市 民部次長  吉 崎 賢 二 君 

 福 祉部次長  平 松 洋 介 君   保健衛生部次長  田 嶋   真 君 

 経 済部次長  池 田 真 一 君   土 木部次長  嶋 津 𠮷 禮 君 

 教 育部次長  山 下 寛 樹 君   三 角支所長  佐 藤 幹 雄 君 

 不知火支所長  木 下 秀 典 君   小 川支所長  坂 本 優 子 君 

 豊 野支所長  西 村 光 代 君   上下水道局長  福 田 真 治 君 

 会 計管理者  永 田 康 之 君   監査委員事務局長  井 上 まゆみ 君 

 農業委員会事務局長  松 枝 邦 明 君   財 政 課 長  田 尻 勇 樹 君 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（豊田紀代美君） これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 報告第１４号 令和６年度宇城市一般会計継続費精算報告について 

日程第２ 報告第１５号 令和６年度有限会社アグリパーク豊野の経営状況の報告に

ついて 

日程第３ 報告第１６号 令和６年度宇城市健全化判断比率及び公営企業会計資金不

足比率の報告について 

○議長（豊田紀代美君） 日程第１、報告第１４号令和６年度宇城市一般会計継続費精

算報告についてから、日程第３、報告第１６号令和６年度宇城市健全化判断比率及

び公営企業会計資金不足比率の報告についてまでを一括議題とします。 

これから質疑に入りますが、通告はありません。したがって、質疑なしと認めま

す。 

これで、報告第１４号から報告第１６号までを終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 承認第５号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第１２

号） 

○議長（豊田紀代美君） 日程第４、承認第５号専決処分の報告及び承認を求めること

について（専決第１２号）を議題とします。 

これから質疑に入りますが、通告はありません。したがって質疑なしと認めます。 

なお、お諮りします。ただいま議題となっております承認第５号は、委員会付託

を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 異議なしと認めます。したがって、承認第５号は、委員会付

託を省略することに決定しました。 

これから、承認第５号に対する討論に入りますが、通告はありません。したがっ

て、討論なしと認めます。 

これから、承認第５号専決処分の報告及び承認を求めることについて（専決第１

２号）を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。承認第５号は、

承認することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押し

てください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、承認第５号は承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５  議案第４９号 令和７年度宇城市一般会計補正予算（第２号） 

日程第６  議案第５０号 令和７年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第７  議案第５１号 令和７年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

日程第８  議案第５２号 令和７年度宇城市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第９  議案第５３号 令和７年度宇城市奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議案第５４号 令和７年度宇城市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第５５号 令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第５６号 宇城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇城市

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１３ 議案第５７号 宇城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１４ 議案第５８号 宇城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第５９号 宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１６ 議案第６０号 宇城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程第１７ 議案第６１号 宇城市税徴収等の特例に関する条例を廃止する条例の制

定について 

日程第１８ 議案第６２号 宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

を廃止する条例の制定について 

日程第１９ 議案第６３号 工事請負契約の締結について（保健福祉センター中規模

改修工事） 

日程第２０ 議案第６４号 工事請負契約の締結について（豊福小学校校舎棟改築工

事） 

日程第２１ 議案第６５号 工事請負契約の締結について（松橋中学校校舎等解体工

事（２期）） 

日程第２２ 議案第６６号 工事請負契約の締結について（農業者トレーニングセン
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ター中規模改修工事） 

日程第２３ 議案第６７号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について

（小川総合文化センター中規模改修工事） 

日程第２４ 議案第６８号 財産の取得について（小型動力消防ポンプの購入） 

日程第２５ 議案第６９号 財産の取得について（消防積載車の購入） 

日程第２６ 議案第７０号 市道の路線の認定について 

日程第２７ 議案第７１号 市道の路線の廃止について 

日程第２８ 発議第３号  宇城市保健医療、介護及び福祉サービスにおける人材の

育成、確保等に関する条例の制定について 

○議長（豊田紀代美君） 日程第５、議案第４９号令和７年度宇城市一般会計補正予算

（第２号）から、日程第２８、発議第３号宇城市保健医療、介護及び福祉サービス

における人材の育成、確保等に関する条例の制定についてまでを一括議題とします。 

これから質疑に入りますが、通告はありません。したがって質疑なしと認めます。 

議案第４９号から発議第３号までにつきましては、お手元の令和７年第３回宇城

市議会定例会委員会付託議案一覧表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に審査

を付託します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２９ 認定第１号 令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第３０ 認定第２号 令和６年度宇城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第３１ 認定第３号 令和６年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第３２ 認定第４号 令和６年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第３３ 認定第５号 令和６年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第３４ 認定第６号 令和６年度宇城市水道事業会計決算の認定について 

日程第３５ 認定第７号 令和６年度宇城市下水道事業会計決算の認定について 

○議長（豊田紀代美君） 日程第２９、認定第１号令和６年度宇城市一般会計歳入歳出

決算の認定についてから、日程第３５、認定第７号令和６年度宇城市下水道事業会

計決算の認定についてまでを一括議題とします。 

これから質疑に入りますが、通告はありません。したがって質疑なしと認めます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３６ 決算審査特別委員会の設置について 
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○議長（豊田紀代美君） 日程第３６、決算審査特別委員会の設置についてを議題とし

ます。 

ここでお諮りします。認定第１号令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定

についてから、認定第７号令和６年度宇城市下水道事業会計決算の認定についてま

でについては、宇城市議会委員会条例第６条及び会議規則第３６条第１項の規定に

基づき、１８人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して地

方自治法第９８条の規定による議会の検査権を決算審査特別委員会に委任すること

にしたいと思います。御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 異議なしと認めます。したがって、認定第１号から認定第７

号までについては、１８人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに

付託して地方自治法第９８条の規定による議会の検査権を決算審査特別委員会に委

任することに決定しました。 

ただいま決算審査特別委員会が設置されましたので、特別委員の選任については

委員会条例第８条第１項の規定によって、私、議長及び議会選出監査委員の５番、

河野真理君を除く１８人を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３７ 休会の件 

○議長（豊田紀代美君） 日程第３７、休会の件を議題とします。 

明日９日火曜日から１２日金曜日までは、常任委員会及び議事整理のため休会に

したいと思います。これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 異議なしと認めます。したがって、明日９日火曜日から１２

日金曜日までは、休会することに決定しました。 

なお、１３日から１５日までは、市の休日のため休会であります。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１０時０５分 
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令和７年第３回宇城市議会定例会（第３号） 

 

令和７年９月１６日（火） 

午前１０時００分 開議 

１ 議事日程 

日程第１  議案第４９号 令和７年度宇城市一般会計補正予算（第２号） 

日程第２  議案第５０号 令和７年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第３  議案第５１号 令和７年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

日程第４  議案第５２号 令和７年度宇城市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第５  議案第５３号 令和７年度宇城市奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第６  議案第５４号 令和７年度宇城市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第７  議案第５５号 令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第８  議案第５６号 宇城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇城市

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第９  議案第５７号 宇城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１０ 議案第５８号 宇城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第５９号 宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１２ 議案第６０号 宇城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第６１号 宇城市税徴収等の特例に関する条例を廃止する条例の制

定について 

日程第１４ 議案第６２号 宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

を廃止する条例の制定について 

日程第１５ 議案第６３号 工事請負契約の締結について（保健福祉センター中規模

改修工事） 

日程第１６ 議案第６４号 工事請負契約の締結について（豊福小学校校舎棟改築工

事） 

日程第１７ 議案第６５号 工事請負契約の締結について（松橋中学校校舎等解体工

事（２期）） 
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日程第１８ 議案第６６号 工事請負契約の締結について（農業者トレーニングセン

ター中規模改修工事） 

日程第１９ 議案第６７号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について

（小川総合文化センター中規模改修工事） 

日程第２０ 議案第６８号 財産の取得について（小型動力消防ポンプの購入） 

日程第２１ 議案第６９号 財産の取得について（消防積載車の購入） 

日程第２２ 議案第７０号 市道の路線の認定について 

日程第２３ 議案第７１号 市道の路線の廃止について 

日程第２４ 発議第３号  宇城市保健医療、介護及び福祉サービスにおける人材の

育成、確保等に関する条例の制定について 

日程第２５ 議案第７２号 令和７年度宇城市一般会計補正予算（第３号） 

日程第２６ 議案第７３号 令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第２号）  

日程第２７ 休会の件 

 

２ 本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

 

３ 出席議員は次のとおりである。（１９人） 

１番 林 田   和 君            ２番 津志田 幸 紀 君 

３番 坂 元 大 介 君            ４番 四 海 公 貴 君 

５番 河 野 真 理 君            ６番 吉 良 邦 夫 君 

７番 田 中 美 君 君            ８番 嘉古田 茂 己 君 

９番 原 田 祐 作 君           １０番 永 木   誠 君 

１１番 山 森 悦 嗣 君           １２番 三 角 隆 史 君 

１３番 坂 下   勳 君           １４番 大 村   悟 君 

１５番 高 橋 佳 大 君           １７番 河 野 正 明 君 

１８番 豊 田 紀代美 君           １９番 中 山 弘 幸 君 

２０番 石 川 洋 一 君 

 

４ 欠席議員（１人） 

１６番 園 田 幸 雄 君 

 

５ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  星 津 章 博 君   書    記  三 村 修 司 君 
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６ 説明のため出席した者の職氏名 

 市    長  末 松 直 洋 君   副 市 長  天 川 竜 治 君 

 教 育 長  平 岡 和 徳 君   総 務 部 長  木見田 洋 一 君 

 市長政策部長  亀 井   誠 君   市 民 部 長  岩 竹 泰 治 君 

 福 祉 部 長  岩 井   智 君   保健衛生部長  元 田 智 士 君 

 経 済 部 長  浦 田 敬 介 君   土 木 部 長  平 木 恵 一 君 

 教 育 部 長   井 貴 男 君   総 務部次長  米 田 年 宏 君 

 市長政策部次長  田 川 大 輔 君   市 民部次長  吉 崎 賢 二 君 

 福 祉部次長  平 松 洋 介 君   保健衛生部次長  田 嶋   真 君 

 経 済部次長  池 田 真 一 君   土 木部次長  嶋 津 𠮷 禮 君 

 教 育部次長  山 下 寛 樹 君   三 角支所長  佐 藤 幹 雄 君 

 不知火支所長  木 下 秀 典 君   小 川支所長  坂 本 優 子 君 

 豊 野支所長  西 村 光 代 君   上下水道局長  福 田 真 治 君 

 会 計管理者  永 田 康 之 君   監査委員事務局長  井 上 まゆみ 君 

 農業委員会事務局長  松 枝 邦 明 君   財 政 課 長  田 尻 勇 樹 君 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（豊田紀代美君） これから、本日の会議を開きます。 

まず、報告事項を申し上げます。 

市長から追加議案が提出されております。追加議案は、議事日程記載の日程第２

５、議案第７２号及び日程第２６、議案第７３号であります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１  議案第４９号 令和７年度宇城市一般会計補正予算（第２号） 

日程第２  議案第５０号 令和７年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第３  議案第５１号 令和７年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

日程第４  議案第５２号 令和７年度宇城市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第５  議案第５３号 令和７年度宇城市奨学金特別会計補正予算（第１号） 

日程第６  議案第５４号 令和７年度宇城市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第７  議案第５５号 令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第８  議案第５６号 宇城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇城市

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第９  議案第５７号 宇城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１０ 議案第５８号 宇城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第５９号 宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１２ 議案第６０号 宇城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第６１号 宇城市税徴収等の特例に関する条例を廃止する条例の制

定について 

日程第１４ 議案第６２号 宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

を廃止する条例の制定について 

日程第１５ 議案第６３号 工事請負契約の締結について（保健福祉センター中規模

改修工事） 

日程第１６ 議案第６４号 工事請負契約の締結について（豊福小学校校舎棟改築工

事） 
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日程第１７ 議案第６５号 工事請負契約の締結について（松橋中学校校舎等解体工

事（２期）） 

日程第１８ 議案第６６号 工事請負契約の締結について（農業者トレーニングセン

ター中規模改修工事） 

日程第１９ 議案第６７号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について

（小川総合文化センター中規模改修工事） 

日程第２０ 議案第６８号 財産の取得について（小型動力消防ポンプの購入） 

日程第２１ 議案第６９号 財産の取得について（消防積載車の購入） 

日程第２２ 議案第７０号 市道の路線の認定について 

日程第２３ 議案第７１号 市道の路線の廃止について 

日程第２４ 発議第３号  宇城市保健医療、介護及び福祉サービスにおける人材の

育成、確保等に関する条例の制定について 

○議長（豊田紀代美君） 日程第１、議案第４９号令和７年度宇城市一般会計補正予算

（第２号）から、日程第２４、発議第３号宇城市保健医療、介護及び福祉サービス

における人材の育成、確保等に関する条例の制定についてまでを一括議題とします。 

去る９月８日の会議において、審査を付託しました各常任委員会から審査の報告

がありますので、ただいまから、各常任委員会における審査の経過及び結果につい

て、各常任委員長に報告を求めます。 

○総務文教常任委員長（坂元大介君） 総務文教常任委員会に付託された案件につきま

して、本委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

本委員会に付託された案件は、予算案件２件、条例案件１件、その他案件４件の

合計７件であります。委員会を９月１１日に、全員協議会室において開催しました。

委員会には、説明員として関係部長、部次長及び担当課長の出席を求め、審査を行

いました。 

議案の審査の過程で論議された主なものを要約して御報告申し上げます。 

まず、議案第４９号一般会計補正予算の歳出のうち、企画費の設計業務委託料に

ついて、委員から「来年度整備を予定している女性・若者キャリアアップ支援施設

の基本設計・実施設計を九州大学との共同研究で作成するための委託料とのことで

あるが、この施設においては、企業が必要とする人材を育成し、身に付けたスキル

をいかせる企業につなぐとのことであったが、今の時点で、企業の想定はあるのか」

との質疑に対し、執行部から「施設運営者によるマッチングとなる。運営者は今後

プロポーザルで決定していくが、運営を担いかつ企業にマッチングできる複数の企

業と話をしている。そこがプロポーザルに参加してもらうと、そういう出口戦略が

見えてくると考えている」との答弁がありました。 
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次に、子育て世帯定住促進事業補助金について、委員から「対象者の条件は何か。

また、どのような方法で制度の周知をしているのか」との質疑に対し、執行部から

「市外からの転入が大前提でかつ小学校入学前の子どもがいる世帯を対象としてい

る。住宅性能の要件はないが、新築住宅を建設した場合又は未入居の建売住宅を取

得した場合を対象としている。制度については、広報紙やホームページでの周知は

もちろん、移住・定住のパンフレットに折り込んだり、不動産業者やハウスメーカ

ーに職員が出向いて制度の説明をしている」との答弁がありました。 

次に、教育総務費の庁用器具購入費について、委員から「デジタル複合機の購入

とのことであったが、なぜ当初予算ではなく、補正予算での対応となったのか」と

の質疑に対し、執行部から「現在、複合機、プリンター、輪転機を計１７８台設置

しているが、その約７割が耐用年数を過ぎている。これまで何とか再リースで延長

できていたが、今年度に入り保守契約を行っている業者から、来年度以降、保守契

約ができないと連絡があったが、精査に時間を要したため、今回の上程となった」

との答弁がありました。 

次に、小学校費及び中学校費の屋内運動場空調整備工事費について、委員から

「令和７年度は、どの学校が対象か」との質疑に対し、執行部から「中学校５校は、

令和７年度に終わらせたい。ただ、物価上昇や空調機器が入手困難な状況もあり、

延びる可能性がある。豊福小学校と不知火小学校を除く小学校９校を令和８年度の

夏休み明けまでに終わらせ、最終的に令和９年３月で全ての小中学校を完了させる

計画である」との答弁がありました。 

次に、議案第６５号工事請負契約の締結について（松橋中学校校舎等解体工事

（２期））について、委員から「工事に１年くらいかかるが、生徒の登下校時の安

全面について、現時点で契約の相手方と話していることがあれば教えてほしい」と

の質疑に対し、執行部から「工事実施の際には、登下校時間の調整や登下校用の仮

設道路をつくるなどの対応をし、工事車両と錯綜しないように工事を進めたい」と

の答弁がありました。 

以上が、質疑と答弁等の主な点であります。 

これらの質疑を終結し、採決の結果、本委員会に付託された予算案件２件、条例

案件１件、その他案件４件の合計７件については、全て可決すべきものと決定しま

した。 

以上、総務文教常任委員会における審査の経過及び結果の報告を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 総務文教常任委員長の報告が終わりました。 

次に、建設経済常任委員長に報告を求めます。 

○建設経済常任委員長（嘉古田茂己君） 建設経済常任委員会に付託された案件につき
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まして、本委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

本委員会に付託された案件は、予算案件３件、条例案件２件、その他案件２件の

合計７件であります。委員会を９月１１日に、大委員会室において開催しました。

委員会には、説明員として関係部長、部次長、局長及び担当課長の出席を求め、審

査を行いました。 

議案の審査の過程で論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。 

まず、議案第４９号一般会計補正予算のうち、駅周辺開発推進事業費について、

委員から「備品購入費についての内訳は」との質疑に対し、執行部から「現在、松

橋駅の正面口に防災消防課が設置している防犯カメラが１か所、都市整備課で管理

しているカメラが３か所あるが、カメラそのものの機能が低下しており、防犯上の

問題で宇城署からカメラを設置してもらっている状況である。そのため、ロータリ

ー側１か所と駐輪場に２か所、合わせて３か所設置するものである」との答弁があ

りました。 

次に、河川災害復旧工事費について、委員から「豊野町上郷工区の被災箇所復旧

とのことだが、今建設業者が忙しくオペレーターがいないと聞いている。先日の豪

雨災害の復旧で多忙である状況だが、上郷工区は大丈夫なのか」との質疑に対し、

執行部から「上郷工区については、幸い今回の雨では問題はなかった。業者への手

配については、執行部としても感じているところであり、国及び県に代行できない

かと考えている」との答弁がありました。 

次に、地域活性化起業人負担金について、委員から「稼げる農業を実現するため、

国の制度を活用し民間企業の知見をいかすという趣旨は理解できたが、その詳細は」

との質疑に対し、執行部から「サンマルクホールディングスと本日、県知事立会い

の下、企業等の農業参入に関する協定を結んだ。この協定の目的は、市と企業が相

互の連携を強化し、それぞれの資源を有効に活用した協働活動を推進することによ

り市の農業振興の推進と企業の農業事業発展を目指すもので、これにより農産物の

良さを発信することにより地域活性に寄与するものである。本年１１月には国営事

業で先行して工事を行っている浅川工区において、サンマルクホールディングスが

小麦の作付けを行うことになっている。昨年５月に企業側から打診があり、８月の

現場視察後に国営事業区域で事業を展開したいと話があった。本市でも裏作を１５

０％にするという目標を掲げており、サンマルク側と本市の思惑が一致した」との

答弁がありました。また、委員から「国営事業が進捗しているが、裏作が成功する

かにかかっている。サンマルクホールディングス以外にも裏作をいかす企業があれ

ば受け入れてもらいたいと思うが、どうか」との質疑に対し、執行部から「今回、

サンマルクホールディングスは、小麦で参入する。国営事業では稼げる農業の実現
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を目指しており、ほかにも高収益作物のブロッコリー、キャベツ、タマネギ等があ

るので、参入を希望される企業があれば前向きに検討していきたい」との答弁があ

りました。これに対し、委員から「成功事例を持った企業があれば採用していただ

き、稼げる農業の実現のためにお願いしたい」との意見がありました。 

以上が、質疑と答弁等の主な点であります。 

これらの質疑を終結し、採決の結果、本委員会に付託された予算案件３件、条例

案件２件、その他案件２件の合計７件につきましては、全て可決すべきものと決定

しました。 

以上、建設経済常任委員会における審査の経過及び結果の報告を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

次に、民生常任委員長に報告を求めます。 

○民生常任委員長（山森悦嗣君） 民生常任委員会に付託された案件につきまして、本

委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

本委員会に付託された案件は、予算案件４件、条例案件４件、その他案件３件、

議員提出議案１件の合計１２件であります。委員会を９月１１日に、第三委員会室

において開催し、説明員として関係部長、部次長及び担当課長の出席を求め、審査

を行いました。 

議案の審査の過程で論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。 

まず、議案第４９号一般会計予算の歳出のうち、戸籍住民基本台帳費の戸籍シス

テム改修業務委託料について、委員から「戸籍に氏名の振り仮名を記載するという

ことで全世帯に振り仮名確認のためのはがきが来ているが、誤りがあったという届

出は何通ほど来ているか」との質疑に対し、執行部から「届出期間は本年５月２６

日から１年間で、現在３００件ほど届出があり、そのうち誤りの届出数は集計して

いない」との答弁がありました。 

また、清掃費の環境保全隊パトロール業務委託料について、委員から「環境保全

隊が解散したことにより委託料を減額するとのことだが、不法投棄のパトロール業

務の現状は」との質疑に対し、執行部から「現状は実施できていない。環境保全隊

に代わる団体を検討したが、この委託料での受け手が見つからなかったため、不法

投棄に対する方針の見直しを行った。市内を巡回する郵便局やごみ収集車両にマグ

ネットシートを貼ってもらい、不法投棄の監視と啓発活動を行っていく。そのため、

予算もマグネットシートを購入する消耗品費に組み替えた」との答弁がありました。 

次に、議案第５１号後期高齢者医療特別会計補正予算について、委員から「子ど

も・子育て支援事業に関する予算が計上されているが、本制度の概要は。また、保

険料の上乗せ額は」との質疑に対し、執行部から「子ども・子育て支援金制度は、
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子育てを社会全体で支える仕組みを構築する制度。拠出金は、国保や後期高齢者医

療等の保険料に上乗せされる。上乗せ額は、国によると、後期高齢者医療では、令

和８年度が一人当たり月平均２００円、令和９年度は２５０円、令和１０年度は３

００円。国保では、令和８年度が一人当たり月平均２５０円、令和９年度は３００

円、令和１０年度は４００円と試算されている」との答弁がありました。 

次に、議案第５８号宇城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について、委

員から「消防団の団員の条例定数を市の現状に合わせて引き下げるとのことだが、

消防団の再編や統合への流れは、市から促すのか、地域からの要望によるものか」

との質疑に対し、執行部から「班や区長から、地域の団員数が減少したので実情に

合わせて隣の班と合併したいとの話が来る」との答弁がありました。これに対し、

委員から「消防団は、火災や災害のときには市民にとって大きな助けになる。減少

傾向ではあるが、一定数は必要ではないか。団員確保に対する方向性はあるか」と

の質疑に対し、執行部から「地元企業への入団の声掛けや、学校で消防団の活動を

紹介し、将来的に団員確保につながればと考えている。また、市の広報紙で魅力を

発信することも定期的に行っている」との答弁がありました。 

次に、議案第６１号宇城市税徴収等の特例に関する条例を廃止する条例の制定に

ついて、委員から「市民税、固定資産税、国民健康保険税の３税を１０期に分けて

平準化して徴収する方法から、３税それぞれ徴収する方法に変更するとのことだが、

市民から何か反応はあったか」との質疑に対し、執行部から「この変更に関しては

数年前から広報紙で周知しているが、現時点では特に反応はない」との答弁があり

ました。 

次に、議案第６９号財産の取得（消防積載車の購入）について、委員から「経年

劣化により新たに９台購入するとのことだが、三角交番の横に積載車が多く並べて

ある理由は何か。ほかにも置いてあるところがあるのか」との質疑に対し、執行部

から「乗れなくなった積載車を、三角町では三角交番の横、松橋町では松橋東災拠

点センター敷地内に保管している。これらは消防団の班の合併等により使わなくな

った古い車両であり、今後は売却処分を予定している」との答弁がありました。 

次に、発議第３号宇城市保健医療、介護及び福祉サービスにおける人材の育成、

確保等に関する条例の制定について、委員から「条例の内容や目的は非常に重要と

感じている。しかし、第５条で『市民の役割』として市民に制限をかけ、またある

特定分野の民間事業者を『尊重する』ことを定めるのはいかがか。職に貴賎はなく、

市民も当該事業者の苦労を理解している。一方、人員確保が困難な原因の１つは報

酬の問題があり、市民に制限をかけるよりも、まずは議会として、国に意見書を提

出するなどの方法により制度改正を求めるのが先ではないか」との意見がありまし
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た。これに対し、提案者から「報酬に関しては様々な団体が国に掛け合っているが、

国も社会保障費が上昇する中で報酬の値上げは厳しいため、処遇改善加算などの人

件費とは別枠で設けて対応しているのではないか。一方で、本市の現状を考えると、

優先順位を付けて対応する余裕はないほどの人材不足の状況であり、そのような現

状を市民にも知ってほしいと思い、啓発の意味を込めて『市民の役割』とした」と

の答弁がありました。 

以上が、答弁と質疑の主な点であります。 

これらの質疑を終結し、採決の結果、本委員会に付託された予算案件４件、条例

案件４件、その他案件３件、議員提出議案１件の合計１２件については、全て可決

すべきものと決定しました。 

以上、民生常任委員会における審査の経過及び結果の報告を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 民生常任委員長の報告が終わりました。 

以上で、各常任委員長の報告が終わりました。 

これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４９号令和７年度宇城市一般会計補正予算（第２号）の討論に

入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第４９号令和７年度宇城市一般会計補正予算（第２号）を採決し

ます。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原

案可決です。議案第４９号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成

ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第４９号令和７年度宇城市一般会計補正予算

（第２号）は原案のとおり可決しました。 

これから、議案第５０号令和７年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第５０号令和７年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委

員長報告は原案可決です。議案第５０号は、委員長報告のとおり決定することに賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 
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（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第５０号令和７年度宇城市国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）は原案のとおり可決しました。 

これから、議案第５１号令和７年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第５１号令和７年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する

委員長報告は原案可決です。議案第５１号は、委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第５１号令和７年度宇城市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決しました。 

これから、議案第５２号令和７年度宇城市介護保険特別会計補正予算（第２号）

の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第５２号令和７年度宇城市介護保険特別会計補正予算（第２号）

を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長

報告は原案可決です。議案第５２号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の

方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第５２号令和７年度宇城市介護保険特別会計補

正予算（第２号）は原案のとおり可決しました。 

これから、議案第５３号令和７年度宇城市奨学金特別会計補正予算（第１号）の

討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第５３号令和７年度宇城市奨学金特別会計補正予算（第１号）を

採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報
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告は原案可決です。議案第５３号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方

は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第５３号令和７年度宇城市奨学金特別会計補正

予算（第１号）は原案のとおり可決しました。 

これから、議案第５４号令和７年度宇城市水道事業会計補正予算（第２号）の討

論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第５４号令和７年度宇城市水道事業会計補正予算（第２号）を採

決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告

は原案可決です。議案第５４号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は

賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第５４号令和７年度宇城市水道事業会計補正予

算（第２号）は原案のとおり可決しました。 

これから、議案第５５号令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第１号）の

討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第５５号令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第１号）を

採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報

告は原案可決です。議案第５５号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方

は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第５５号令和７年度宇城市下水道事業会計補正

予算（第１号）は原案のとおり可決しました。 

これから、議案第５６号宇城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇城市

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入り
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ますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第５６号宇城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇城市

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決

です。議案第５６号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタン

を、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第５６号宇城市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例及び宇城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては原案のとおり可決しました。 

これから、議案第５７号宇城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についての討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論

なしと認めます。 

これから、議案第５７号宇城市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。

本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第５７号は、委員長報告のとおり決

定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押して

ください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第５７号宇城市印鑑の登録及び証明に関する条

例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決しました。 

これから、議案第５８号宇城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について

の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第５８号宇城市消防団条例の一部を改正する条例の制定について

を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長

報告は原案可決です。議案第５８号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の

方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 



－ 70 － 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第５８号宇城市消防団条例の一部を改正する条

例の制定については原案のとおり可決しました。 

これから、議案第５９号宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いての討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第５９号宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委

員長報告は原案可決です。議案第５９号は、委員長報告のとおり決定することに賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第５９号宇城市営住宅管理条例の一部を改正す

る条例の制定については原案のとおり可決しました。 

これから、議案第６０号宇城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定についての討論に入りますが、通告はありません。したが

って、討論なしと認めます。 

これから、議案第６０号宇城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によっ

て行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第６０号は、委員長報

告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、そ

れぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第６０号宇城市企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決しました。 

これから、議案第６１号宇城市税徴収等の特例に関する条例を廃止する条例の制

定についての討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認め

ます。 
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これから、議案第６１号宇城市税徴収等の特例に関する条例を廃止する条例の制

定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対

する委員長報告は原案可決です。議案第６１号は、委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第６１号宇城市税徴収等の特例に関する条例を

廃止する条例の制定については原案のとおり可決しました。 

これから、議案第６２号宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

を廃止する条例の制定についての討論に入りますが、通告はありません。したがっ

て、討論なしと認めます。 

これから、議案第６２号宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

を廃止する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって

行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第６２号は、委員長報告

のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それ

ぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第６２号宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び

管理に関する条例を廃止する条例の制定については原案のとおり可決しました。 

これから、議案第６３号工事請負契約の締結について（保健福祉センター中規模

改修工事）の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認め

ます。 

これから、議案第６３号工事請負契約の締結について（保健福祉センター中規模

改修工事）を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対

する委員長報告は可決です。議案第６３号は、委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第６３号工事請負契約の締結について（保健福

祉センター中規模改修工事）は可決しました。 

これから、議案第６４号工事請負契約の締結について（豊福小学校校舎棟改築工

事）の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第６４号工事請負契約の締結について（豊福小学校校舎棟改築工

事）を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委

員長報告は可決です。議案第６４号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の

方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第６４号工事請負契約の締結について（豊福小

学校校舎棟改築工事）は可決しました。 

これから、議案第６５号工事請負契約の締結について（松橋中学校校舎等解体工

事（２期））の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認

めます。 

これから、議案第６５号工事請負契約の締結について（松橋中学校校舎等解体工

事（２期））を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に

対する委員長報告は可決です。議案第６５号は、委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第６５号工事請負契約の締結について（松橋中

学校校舎等解体工事（２期））は可決しました。 

これから、議案第６６号工事請負契約の締結について（農業者トレーニングセン

ター中規模改修工事）の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論

なしと認めます。 

これから、議案第６６号工事請負契約の締結について（農業者トレーニングセン

ター中規模改修工事）を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。

本案に対する委員長報告は可決です。議案第６６号は、委員長報告のとおり決定す
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ることに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してくだ

さい。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第６６号工事請負契約の締結について（農業者

トレーニングセンター中規模改修工事）は可決しました。 

これから、議案第６７号工事請負契約の締結についての議決の一部変更について

（小川総合文化センター中規模改修工事）の討論に入りますが、通告はありません。

したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第６７号工事請負契約の締結についての議決の一部変更について

（小川総合文化センター中規模改修工事）を採決します。採決は、押しボタン式投

票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第６７号は、委員

長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、

それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第６７号工事請負契約の締結についての議決の

一部変更について（小川総合文化センター中規模改修工事）は可決しました。 

これから、議案第６８号財産の取得について（小型動力消防ポンプの購入）の討

論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第６８号財産の取得について（小型動力消防ポンプの購入）を採

決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告

は可決です。議案第６８号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成

ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第６８号財産の取得について（小型動力消防ポ

ンプの購入）は可決しました。 
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これから、議案第６９号財産の取得について（消防積載車の購入）の討論に入り

ますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第６９号財産の取得について（消防積載車の購入）を採決します。

採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。

議案第６９号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反

対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成多数です。したがって、議案第６９号財産の取得について（消防積載車の購

入）は可決しました。 

これから、議案第７０号市道の路線の認定についての討論に入りますが、通告は

ありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第７０号市道の路線の認定についてを採決します。採決は、押し

ボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第７０

号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反

対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第７０号市道の路線の認定については可決しま

した。 

これから、議案第７１号市道の路線の廃止についての討論に入りますが、通告は

ありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、議案第７１号市道の路線の廃止についてを採決します。採決は、押し

ボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第７１

号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反

対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 
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賛成全員です。したがって、議案第７１号市道の路線の廃止については可決しま

した。 

これから、発議第３号宇城市保健医療、介護及び福祉サービスにおける人材の育

成、確保等に関する条例の制定についての討論に入りますが、通告はありません。

したがって、討論なしと認めます。 

これから、発議第３号宇城市保健医療、介護及び福祉サービスにおける人材の育

成、確保等に関する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票

によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。発議第３号は、委員

長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、

それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、発議第３号宇城市保健医療、介護及び福祉サービス

における人材の育成、確保等に関する条例の制定については原案のとおり可決しま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２５ 議案第７２号 令和７年度宇城市一般会計補正予算（第３号） 

日程第２６ 議案第７３号 令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（豊田紀代美君） 日程第２５、議案第７２号令和７年度宇城市一般会計補正予

算（第３号）及び日程第２６、議案第７３号令和７年度宇城市下水道事業会計補正

予算（第２号）を一括議題とします。 

市長から、提案理由の説明を求めます。 

○市長（末松直洋君） 今回提出します追加議案は、予算案件として令和７年度宇城市

一般会計補正予算等２件をお願いするものであります。詳細につきましては、関係

部局長が説明いたします。 

これらの議案につきまして、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

して、提案理由とさせていただきます。 

○議長（豊田紀代美君） 市長からの提案理由の説明が終わりました。 

これから議案ごとに詳細説明を求めます。 

まず、議案第７２号令和７年度宇城市一般会計補正予算（第３号）の詳細説明を

求めます。 

○総務部長（木見田洋一君） 議案第７２号令和７年度宇城市一般会計補正予算（第３
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号）について御説明いたします。資料は、別冊の令和７年度宇城市各会計補正予算

書の宇城市一般会計補正予算（第３号）の１ページをお願いいたします。 

まず初めに、予算の総額について説明いたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ７億８,６５４万９,０００円を追加し、

予算総額を４０２億８,８３０万９,０００円としております。 

また、第２条では、地方債の補正を併せて行っております。 

補正の概要につきましては、８月豪雨災害からの早期の復旧・復興を図るため、

被災した公共施設等の復旧、災害救助や被災者の生活支援等に係る事務を迅速に行

うに当たり、予算の追加補正を緊急で行うものとなります。 

２ページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正となります。２ページ

が歳入、３ページが歳出予算となります。款と項の区分ごとに各費目において、紙

面のとおり補正しており、主な内容については、事項別明細書にて後ほど御説明い

たします。 

続いて、４ページに移ります。第２表、地方債補正です。１追加で、災害救助事

業費を５,９６０万円追加しております。災害援護資金貸付金の財源として市債を

発行するものです。また、２変更では、公共土木施設災害復旧事業費の限度額を１

億４８０万円増額し、補正後の限度額を１１億１,０００万円としております。 

続いて、歳出の主なものとその特定財源について御説明いたします。 

９ページをお願いいたします。事項別明細書の３、歳出となります。 

款１、項１、目１議会費で６１２万２,０００円を減額しております。議会にお

いて、毎年実施されている各委員会の視察研修について、今回の豪雨災害の被害状

況等を考慮して今年度は見送ることとされており、その費用につきまして豪雨災害

の被災者支援や災害からの復旧・復興に充ててほしいとの議会からの申出を受け、

減額するものです。 

次に、款２、項１総務管理費です。目１一般管理費で４,４０３万２,０００円を

増額しております。節３職員手当等の時間外勤務手当４,２４３万２,０００円と管

理職員特別勤務手当１６０万円は、災害対策本部設置や避難所などの応急救助、ま

た被災者支援や災害復旧事務に伴います常勤職員の超過勤務手当となります。 

このほか、落雷や豪雨により被害を受けた不知火支所の自動火災報知機などの修

繕料３１２万円や、被災者支援情報等を発信する広報紙「号外」の印刷製本費６４

万２,０００円の増額、災害復旧事業を行うために必要な土木工事等積算システム

のライセンス数の追加に伴う増額１１８万３,０００円を、各目でそれぞれ計上し

ております。 

同じく項２、目１税務総務費で２５５万９,０００円を増額しております。節１
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２委託料の家屋被害認定調査業務委託料は、土砂崩れや浸水等で被害を受けた住家

について、り災証明の発行に伴い、職員では対応できない二次調査や非木造家屋の

調査業務を委託するものです。 

款３、項１、目１社会福祉総務費では９９万円を増額しております。節１９扶助

費の災害罹災者見舞金は、災害救助や災害弔慰金等の対象とならなかった被災者に

対し、世帯主に見舞金を支給するものです。 

１０ページをお願いいたします。款３、項８、目１災害救助費で７,２０８万３,

０００円を増額しております。節１２委託料の災害ボランティアセンター調整事務

委託料は、災害発生時の救援活動とボランティア活動の円滑な運営を図るため、協

定に基づき社会福祉協議会にその運営等を委託したものとなります。 

財源は、県の災害救助費負担金でその全額が賄われる予定です。 

節１９扶助費では、災害弔慰金５００万円と災害障害見舞金２５０万円の追加を

しております。災害により死亡した者の遺族に対しては、災害弔慰金を支給し、重

度の障がいを受けた者については、生計維持者に災害障害見舞金を支給するもので

す。 

財源は、県の災害弔慰金等負担金で４分の３が賄われる予定です。 

節２０貸付金の災害援護資金貸付金５,９６０万円の追加は、災害により世帯主

が負傷した場合又は住居、家財に被害を受けた者に対し、災害援護資金を無利子又

は低利で貸し付けることで、被災者の生活の立て直しを図るものです。 

財源は、市債の災害救助債で全額を賄う予定としております。 

款４、項２、目１環境衛生総務費では１２８万７,０００円を増額しております。

節１２委託料の家屋消毒殺菌業務委託料は、家屋が浸水した場合は細菌やカビが繁

殖しやすくなるため、感染症予防対策として床下を消毒するものです。申請件数の

増加に伴い、不足額を増額するものとなります。 

財源は、国と県の感染症予防事業費等負担金で３分の２が賄われる予定です。 

次に、１１ページをお願いいたします。款４、項３、目１清掃総務費で２億７,

４００万円余を増額しております。節１２委託料の災害廃棄物処理業務委託料は、

仮置き場における災害ごみの搬入量の増加や宅地流入土砂等の処分費を追加したこ

とによる増額となります。 

同じく宅地流入土砂等緊急撤去業務委託料の７,１０６万円は、宅地に流入しま

した土砂まじりの瓦礫の流量が甚大な場合に、当該災害廃棄物を市が撤去し、仮置

き場まで収集・運搬するものとなります。 

また、損壊家屋解体撤去業務委託料の３,６３０万５,０００円は、災害により全

壊した損壊家屋等の公費解体を行うものです。 
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節１８負担金補助及び交付金の宅地流入土砂等緊急撤去事業補助金３,７４０万

円は、宅地敷地内に土砂等が流入し、被害を受けた土地の所有者等に対し、土砂等

の撤去に伴う費用を補助することで、住民の安心及び公衆衛生の保全を図るものと

なります。 

清掃総務費の補正総額に対する財源は、国の災害等廃棄物処理事業費補助金で２

分の１が賄われる予定です。 

次に、款５、項１、目３農業振興費で７,４５０万円を増額しております。節１

８負担金補助及び交付金の強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金は、豪雨に

より農作物が冠水した被災農業者が行います種子や苗などの生産資材の再調達経費

や、追加的な施肥・消毒等に要する費用の一部について補助を行うことで、早期の

営農再開を支援するものです。 

財源は、県の強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金で全て賄われる予定

となっております。 

同じく農地利用効率化等支援事業補助金は、豪雨により農業用機械や施設設備が

冠水した被災農業者が行います修繕・復旧費用の一部について補助を行うことで、

早期営農再開を支援するものです。 

財源は、県の農地利用効率化等支援事業費補助金で２分の１が賄われる予定です。 

続いて、同じく項３、目３漁港管理費で１５０万円を増額しております。節１２

委託料の大規模漂着流木等処理業務委託料は、豪雨の影響により、松合、御船及び

戸馳漁港において多数の流木等が漂着しているため、漁港機能の維持や漁業活動の

安全確保のため、早急な撤去が必要となったものです。 

１２ページをお願いいたします。款９、項４、目５図書館費の１００万円の増額

と、同じく項５、目３郷土資料館費の１７万６,０００円の増額は、不知火地区に

ある宇城市立図書館と豊野町にあります宇城市立郷土資料館が豪雨により雨漏りが

発生し、施設運営に支障が生じているため、早期の修繕をそれぞれ行うものとなり

ます。 

款１０、項２、目２公園施設災害復旧費、節１４工事請負費の公園施設災害復旧

工事費３億１,５００万円は、小川町の観音山総合運動公園敷地内の法面崩壊等に

ついて、災害復旧工事を行うものです。 

財源は、国の公園施設災害復旧費負担金が３分の２、残余については、市債を発

行し賄う予定といたしております。 

続いて、歳入予算の説明をいたします。主な特定財源につきましては歳出予算で

説明しておりますので、一般財源の主なものを中心に説明いたします。 

７ページをお願いいたします。事項別明細書の２、歳入です。 
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款１２、項１、目１地方交付税で、特別交付税を１億９００万円余増額しており

ます。国庫補助事業である災害廃棄物処理事業の市の負担分に対し、その約８割が

国から特別交付税として交付される見込みとなります。 

次に、８ページをお願いいたします。款２０、項２、目１財政調整基金繰入金で

１億１,２００万円余増額しております。歳出総額に対し、歳入総額が不足する額

の財源調整を当該科目で行っております。 

以上で、議案第７２号の詳細説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第７２号の詳細説明が終わりました。 

ここで、しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（豊田紀代美君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これから、議案第７２号の質疑に入ります。質疑のある方の発言を許します。質

疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第７２号は、委員会付託を省

略したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７２号は、委員会

付託を省略することに決定しました。 

これから、議案第７２号の討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第７２号を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行い

ます。議案第７２号は、原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反

対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成多数です。したがって、議案第７２号令和７年度宇城市一般会計補正予算
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（第３号）は原案のとおり可決しました。 

次に、議案第７３号令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算（第２号）の詳細

説明を求めます。 

○上下水道局長（福田真治君） 議案第７３号令和７年度宇城市下水道事業会計補正予

算（第２号）について説明いたします。補正予算書の１ページをお願いいたします。 

中段から下段にかけまして、第３条資本的収入及び支出の収入においては、第１

款資本的収入で４９０万円を増額しております。補正の主な理由は、８月豪雨によ

り被災した豊野町の安見地区及び東部地区農業集落排水処理施設に係る災害復旧工

事の財源とするため、災害復旧事業債を追加しております。 

２ページに移ります。支出では、第１款資本的支出において４９５万円を増額し

ております。内容は、収入で説明しました災害復旧工事費の追加となります。 

続いて、第４条企業債では、既決予算で対応しました応急復旧工事費５０万円の

財源を含め、５４０万円の災害復旧事業を追加しております。 

３ページに移ります。応急復旧工事を既決予算で対応したため、建設改良事業債

を限度額１億６,５１０万円から１億６,４６０万円に５０万円減額し、予算を組み

替えております。 

以上で、議案第７３号の説明を終わります。 

○議長（豊田紀代美君） 議案第７３号の詳細説明が終わりました。 

これから、議案第７３号の質疑に入ります。質疑のある方の発言を許します。質

疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第７３号は、委員会付託を省

略したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７３号は、委員会

付託を省略することに決定しました。 

これから、議案第７３号の討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第７３号を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行い

ます。議案第７３号は、原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反

対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 
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○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、議案第７３号令和７年度宇城市下水道事業会計補正

予算（第２号）は原案のとおり可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２７ 休会の件 

○議長（豊田紀代美君） 日程第２７、休会の件を議題とします。 

明日１７日水曜日から１９日金曜日までは、決算審査分科会及び議事整理のため、

休会にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 異議なしと認めます。したがって、明日１７日水曜日から１

９日金曜日までは休会することに決定しました。 

なお、２０日及び２１日は、市の休日のため休会であります。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１１時１５分 
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令和７年第３回宇城市議会定例会（第４号） 

 

令和７年９月２２日（月） 

午前１０時４０分 開議 

１ 議事日程 

日程第１ 認定第１号 令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２ 認定第２号 令和６年度宇城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第３ 認定第３号 令和６年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第４ 認定第４号 令和６年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第５ 認定第５号 令和６年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第６ 認定第６号 令和６年度宇城市水道事業会計決算の認定について 

日程第７ 認定第７号 令和６年度宇城市下水道事業会計決算の認定について 

日程第８       議員派遣の件 

日程第９       各委員会の閉会中の継続調査の申出について 

 

２ 本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

 

３ 出席議員は次のとおりである。（１９人） 

１番 林 田   和 君            ２番 津志田 幸 紀 君 

３番 坂 元 大 介 君            ４番 四 海 公 貴 君 

５番 河 野 真 理 君            ６番 吉 良 邦 夫 君 

７番 田 中 美 君 君            ８番 嘉古田 茂 己 君 

９番 原 田 祐 作 君           １０番 永 木   誠 君 

１１番 山 森 悦 嗣 君           １２番 三 角 隆 史 君 

１３番 坂 下   勳 君           １４番 大 村   悟 君 

１５番 高 橋 佳 大 君           １７番 河 野 正 明 君 

１８番 豊 田 紀代美 君           １９番 中 山 弘 幸 君 

２０番 石 川 洋 一 君 
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４ 欠席議員（１人） 

１６番 園 田 幸 雄 君 

 

５ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  星 津 章 博 君   書    記  三 村 修 司 君 

 

６ 説明のため出席した者の職氏名 

 市    長  末 松 直 洋 君   副 市 長  天 川 竜 治 君 

 教 育 長  平 岡 和 徳 君   総 務 部 長  木見田 洋 一 君 

 市長政策部長  亀 井   誠 君   市 民 部 長  岩 竹 泰 治 君 

 福 祉 部 長  岩 井   智 君   保健衛生部長  元 田 智 士 君 

 経 済 部 長  浦 田 敬 介 君   土 木 部 長  平 木 恵 一 君 

 教 育 部 長   井 貴 男 君   総 務部次長  米 田 年 宏 君 

 市長政策部次長  田 川 大 輔 君   市 民部次長  吉 崎 賢 二 君 

 福 祉部次長  平 松 洋 介 君   保健衛生部次長  田 嶋   真 君 

 経 済部次長  池 田 真 一 君   土 木部次長  嶋 津 𠮷 禮 君 

 教 育部次長  山 下 寛 樹 君   三 角支所長  佐 藤 幹 雄 君 

 不知火支所長  木 下 秀 典 君   小 川支所長  坂 本 優 子 君 

 豊 野支所長  西 村 光 代 君   上下水道局長  福 田 真 治 君 

 会 計管理者  永 田 康 之 君   監査委員事務局長  井 上 まゆみ 君 

 農業委員会事務局長  松 枝 邦 明 君   財 政 課 長  田 尻 勇 樹 君 
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開議 午前１０時４０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（豊田紀代美君） これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 認定第１号 令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２ 認定第２号 令和６年度宇城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第３ 認定第３号 令和６年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第４ 認定第４号 令和６年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第５ 認定第５号 令和６年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第６ 認定第６号 令和６年度宇城市水道事業会計決算の認定について 

日程第７ 認定第７号 令和６年度宇城市下水道事業会計決算の認定について 

○議長（豊田紀代美君） 日程第１、認定第１号令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから、日程第７、認定第７号令和６年度宇城市下水道事業会計決

算の認定についてまでを一括議題とします。 

本件は、９月８日の会議において、決算審査特別委員会に審査を付託しておりま

したので、委員長に報告を求めます。 

○決算審査特別委員長（三角隆史君） 本特別委員会において審査した案件は、去る９

月８日の本会議において、本委員会に付託された認定第１号から認定第７号までで

あります。審査については、常任委員会所管を分科会とし、各分科会の正副座長は

その常任委員会の正副委員長において進めました。 

審査の方法は、分科会では質疑及び意見のみとし、執行部に対し決算書とこれに

付随する資料に基づき詳細な説明を求め、進めました。また、決算審査は執行済み

ではあるものの、議会が決定した予算が適正に執行されたかどうかを審査するとと

もに、その行政効果や経済効果を測定し、住民に代わって行政効果を評価する極め

て重要な委員会であることを念頭に審査に当たりました。 

中でも、前年の決算審査特別委員会において指摘した事項にどのような改善が図

られたか、そして予算執行がその目的に沿い、関係法令の規定に準拠し、適正かつ

効率的に行われたか。また前年の意見、施策や事業目的がどの程度達成され、市民

サービスや福祉の向上にどのように貢献したかなどの視点に立ち、質疑を行いまし

た。その質疑、意見については、先ほどの第２回委員会において、各分科会からの
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報告が終わっておりますので、内容は省略いたします。 

採決の結果、認定第１号から認定第７号までについては、全て認定すべきものと

決定しました。 

なお、予算執行に伴う政策効果・経済性、また、外郭団体の適正かつ効率的な運

営管理、経営の安定性の観点から、今後の予算執行に際しては一層の検討を加える

よう、審査時において申し添えたところであります。 

執行部においては、今後、審査の結果は後年度予算編成あるいは執行にいかすよ

う努力すべきであり、市の行財政運営の一層の健全化と適正化に役立てることを切

望します。 

○議長（豊田紀代美君） 委員長の報告が終わりました。 

これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 質疑なしと認めます。 

これから、認定第１号令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定についての

討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、認定第１号令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定についてを

採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対する委員

長報告は認定するものです。認定第１号は、委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、認定第１号令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算

の認定については認定することに決定しました。 

次に、認定第２号令和６年度宇城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、認定第２号令和６年度宇城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算

に対する委員長報告は認定するものです。認定第２号は、委員長報告のとおり認定

することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してく

ださい。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、認定第２号令和６年度宇城市国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定については認定することに決定しました。 

次に、認定第３号令和６年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

についての討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めま

す。 

これから、認定第３号令和６年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決

算に対する委員長報告は認定するものです。認定第３号は、委員長報告のとおり認

定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押して

ください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、認定第３号令和６年度宇城市後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定については認定することに決定しました。 

次に、認定第４号令和６年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

ての討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、認定第４号令和６年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対

する委員長報告は認定するものです。認定第４号は、委員長報告のとおり認定する

ことに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してくださ

い。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、認定第４号令和６年度宇城市介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定については認定することに決定しました。 

次に、認定第５号令和６年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について

の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、認定第５号令和６年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算の認定につ
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いてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対す

る委員長報告は認定するものです。認定第５号は、委員長報告のとおり認定するこ

とに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、認定第５号令和６年度宇城市奨学金特別会計歳入歳

出決算の認定については認定することに決定しました。 

次に、認定第６号令和６年度宇城市水道事業会計決算の認定についての討論に入

りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、認定第６号令和６年度宇城市水道事業会計決算の認定についてを採決

します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対する委員長報

告は認定するものです。認定第６号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の

方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、認定第６号令和６年度宇城市水道事業会計決算の認

定については認定することに決定しました。 

次に、認定第７号令和６年度宇城市下水道事業会計決算の認定についての討論に

入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 

これから、認定第７号令和６年度宇城市下水道事業会計決算の認定についてを採

決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対する委員長

報告は認定するものです。認定第７号は、委員長報告のとおり認定することに賛成

の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。 

（ボタンを押す） 

○議長（豊田紀代美君） ボタンの押し忘れはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 押し忘れなしと認め、確定します。 

賛成全員です。したがって、認定第７号令和６年度宇城市下水道事業会計決算の

認定については認定することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第８ 議員派遣の件 

○議長（豊田紀代美君） 日程第８、議員派遣の件を議題とします。 

ただいまタブレットにて送信しました議員派遣の件をご覧いただきたいと思いま

す。 

本案は、地方自治法第１００条第１３項及び宇城市議会会議規則第１６６条の規

定により、議員を派遣することについて提案するものであります。 

お諮りします。議員派遣の件は、派遣することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件は派遣する

ことに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 各委員会の閉会中の継続調査の申出について 

○議長（豊田紀代美君） 日程第９、各委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議

題とします。 

各委員長から、所管事務のうち会議規則第１１０条の規定によって、タブレット

にて送信しました所管事務の調査項目につきまして、閉会中の継続調査の申出があ

ります。 

お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異

議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（豊田紀代美君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

これで、本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。 

これで、令和７年第３回宇城市議会定例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時５４分 
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宇城市議会議長   
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付     録 
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令和７年度宇城市国民健康保険特別会計補
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承認第５号
専決処分の報告及び承認を求めることについ
て（専決第１２号）

議案第４９号
令和７年度宇城市一般会計補正予算（第２
号）

議案第５１号
令和７年度宇城市後期高齢者医療特別会計
補正予算（第１号）

議案第５５号
令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算
（第１号）

議案第５３号
令和７年度宇城市奨学金特別会計補正予算
（第１号）

議案第５９号
宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条
例の制定について

議案第６４号
工事請負契約の締結について（豊福小学校
校舎棟改築工事）

議案第５２号
令和７年度宇城市介護保険特別会計補正予
算（第２号）

議案第５４号
令和７年度宇城市水道事業会計補正予算（第
２号）

議案第６３号
工事請負契約の締結について（保健福祉セン
ター中規模改修工事）

議案第６０号
宇城市企業職員の給与の種類及び基準に関
する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

議案第６１号
宇城市税徴収等の特例に関する条例を廃止
する条例の制定について

議案第６２号
宇城市農産廃棄物処理施設の設置及び管理
に関する条例を廃止する条例の制定について

議案第５６号
宇城市職員の勤務時間、休暇等に関する条
例及び宇城市職員の育児休業等に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

議案第５７号
宇城市印鑑の登録及び証明に関する条例の
一部を改正する条例の制定について
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改修工事）
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認定第３号
令和６年度宇城市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算の認定について

認定第４号
令和６年度宇城市介護保険特別会計歳入歳
出決算の認定について

認定第５号
令和６年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出
決算の認定について

認定第６号
令和６年度宇城市水道事業会計決算の認定
について

認定第７号
令和６年度宇城市下水道事業会計決算の認
定について

議案第７０号
市道の路線の認定について

議案第７１号
市道の路線の廃止について

議案第７２号
令和７年度宇城市一般会計補正予算（第３
号）

認定第１号
令和６年度宇城市一般会計歳入歳出決算の
認定について

認定第２号
令和６年度宇城市国民健康保険特別会計歳
入歳出決算の認定について

議案第７３号
令和７年度宇城市下水道事業会計補正予算
（第２号）

議案第６６号
工事請負契約の締結について（農業者トレー
ニングセンター中規模改修工事）

発議第３号
宇城市保健医療、介護及び福祉サービスに
おける人材の育成、確保等に関する条例の制
定について

議案第６８号
財産の取得について（小型動力消防ポンプの
購入）

議案第６９号
財産の取得について（消防積載車の購入）
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